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2022年11月にエジプトで開催された気候変動枠組み条約第27回締約国会議（COP27）は、途上国からかねて強く要望されてきた「損失と被
害（ロス＆ダメージ）」に対する基金設立で進展を見た一方、温室効果ガス排出削減目標の強化や化石燃料の扱いについてはむしろ後退した
感も強い。こうした国家間交渉の停滞とは裏腹に民間セクターでは脱炭素に向けた進展が随所にみられた。本稿では、一般社団法人
SusCon代表理事の粟野 美佳子氏にCOP27の条約交渉外での場面から日本企業の今後の事業活動や日本のエネルギー事情にも影響を
及ぼすであろう世界の最新動向について解説いただいた。

ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォース）は2022年11月、企業や金融機関が自然関連のリスク・機会について管理および情報開示する
ためのフレームワークのベータ版v0.3を公開した。ベータ版v0.3では開示推奨項目案について、ＴＣＦＤから踏襲した4本柱のうちの「リスク管
理」が「リスクと影響の管理」となり、また、「トレーサビリティ」、「ステークホルダー・エンゲージメント」、「気候と自然に関する目標の整合性」が
新たに追加された。本稿では、ベータ版v0.3で改訂または追加された特に重要な点について、ＴＮＦＤタスクフォースメンバーとしてフレーム
ワーク開発に携わるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの原口 真に話を聞いた。

令和3年度介護報酬改定において、感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する
観点から、すべての介護サービス事業者に、業務継続に向けた計画等（ＢＣＰ）の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施が義務
づけられた。期限まで残り1年あまりであるが、ＢＣＰ未策定の事業者も少なくない状況を踏まえて、ミネルヴァベリタス株式会社 顧問・信
州大学 特任教授の本田 茂樹氏に、介護サービス事業者のＢＣＰ義務化の現状や、ＢＣＰを策定するうえで押さえておくべきポイントなどに
ついてお話を伺った。

2022年5月25日、東京都が「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表した。これは、東日本大震災を踏まえて策定された「首都直下地
震等による東京の被害想定（2012年公表）」および「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定（2013年公表）」以来、約10年ぶりとなる被
害想定の見直しで、2013年に中央防災会議が公表した被害想定で用いられた断層モデル等を基に想定震度や津波高を算出し、近年推進さ
れた地震対策を加味したものである。本稿では、これまでの被害想定との違いを明確にしたうえで、企業が取るべき地震対策について解説
する。

モビリティの電動化、再生可能エネルギー電力の需給調整、データセンターのバックアップ電源をはじめとしたデジタル社会の重要インフラ
要素など、蓄電池・バッテリーの果たす役割は大きく、2050年カーボンニュートラル実現のカギとなる技術のひとつでもある。本稿では、蓄電池
のなかで最も利用されているリチウムイオン電池の有する様々な課題と解決への方向性について解説する。さらに、「単なるEVメーカーでは
ない。エネルギーとモビリティのサービスを総合的に提供する」と公言し、AIから宇宙開発まで幅広い事業を手掛けるテスラ社の動向を考察
し、蓄電池・バッテリーに多大な影響を及ぼす可能性について考察する。
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要旨
▪気候変動枠組み条約（UNFCCC）第27回締約国会議（COP27）が2022年11月にエジプトで開催された。国家間の交渉の

停滞とは裏腹に、民間セクターでは脱炭素に向けた進展が随所にみられた。
▪ネットゼロ目標が民間セクターにも広まる中、グリーンウォッシュ化を防ぐため国際機関が相次ぎ要件の厳格化を発表

した。
▪グリーン水素が一大産業として存在感を増す中、オーストラリアが日本の強力な助っ人となるか、楽観視はできない。
▪EUとアメリカの政策の違いが貿易紛争化し、ビジネス判断にも影響する恐れがある。

COP27報告
～条約交渉では見えてこないビジネス環境への意味を読み解く～

レジリエントでサステナブルな社会をめざして年間シリーズ

1．はじめに
2022年11月にエジプトで開催された気候変動枠組み条約

（UNFCCC）第27回締約国会議（COP27）は、途上国からか
ねて強く要望されてきた「損失と被害（ロス＆ダメージ）」に対
する基金設立で進展を見た一方、温室効果ガス排出削減目
標の強化や化石燃料の扱いについてはむしろ後退した感も強
い。だが、この条約会議の重要性は国家間の交渉だけではな
い。関係者から幅広く意見や情報を集める場として設置され
る公式サイドイベントに加え、会場には各国政府や国際機関
等がセミナーを開催するためのパビリオンが設けられる。今
回はアフリカ大陸での開催だったことから、普段は目にしない
アフリカ諸国もパビリオンを設置したほか、戦禍にあるウクラ
イナも初出展（次頁図1、図2）。こうした場で会期中、官民問
わず様々なスキームや提言が発表され、議論も活発に交わさ
れている。交渉の停滞とは裏腹に、民間セクターでは脱炭素

一般社団法人SusCon
代表理事
　 粟

あ わ の

野 美
み か こ

佳子 氏

に向けた進展が随所にみられたのである。本稿では日本企業
の今後の事業活動や日本のエネルギー事情にも影響を及ぼ
すであろう世界の最新動向を、こうしたCOP27の条約交渉外
での場面から紹介したい。

2．ネットゼロ宣言と
炭素クレジットへの厳しい視線

日本政府の2050年ネットゼロ目標発表後、日本企業の間で
もネットゼロを公約として掲げる企業は増えてきているが、実
際の活動計画がないままとりあえず公約だけ出した企業や
金融機関が世界的にも多い。こうした中身を伴わないネット
ゼロ公約に対しては、2021年にイギリスで開催されたCOP26
において既にNGOから批判の声が上がっていた。そして今回
のCOP27では、勧告ではあるものの国連からネットゼロ公約
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に一定の縛りをかける文書が発表された（非国家主体のネッ
トゼロ排出コミットメントに関する国連ハイレベル専門家グ
ループ「十全性が肝心：ビジネス・金融機関・都市・地域による
ネットゼロコミットメント」）。さらにこれに呼応する形で国際
標準化機構（ISO）も、規格ではないものの指針を発表（「ネッ
トゼロガイドライン：ネットゼロへの移行加速」次頁表1参
照）。同じネットゼロという表現でもその中身が企業や金融
機関により全くバラバラな現状を踏まえ、ネットゼロをめぐる
様々な用語を定義し、計画の立て方や報告のあり方にいたる
まで、かなり詳細に規定している。ISOはこのガイドライン発
表にあたり、環境管理規格であるISO14000シリーズでネット
ゼロ宣言が適切に管理されることをその狙いとして語ってお
り、規格ではないとしても実務的にはかなり参考とされること
になるだろう。

ネットゼロ宣言をめぐるこの二つの勧告に示されたのは、
「ネット」といってもそれは限りなく「リアルゼロ」であるべ
きという考え方である。現状のテクノロジーでは石油燃料を
使用せざるを得ない航空業界のように、セクターによっては 

例外措置が必要な場合もあるが、基本的には徹底的に温室
効果ガスを削減することであり、それでも残ってしまった排出
分のみ、炭素クレジットで相殺することが認められる。認めら
れるといっても炭素クレジット自体まだ多くの問題を抱えて
おり、カーボンプライスの旗振り役であったオランダの化学
メーカーDSM社の会長ですら、クレジット取引をめぐる現状
を「Wild West（開拓時代のアメリカ西部）」と例えたほど、そ
の質や信頼性に疑問を呈している。森林のように炭素吸収源
として自然ベースソリューション型（NbS）プロジェクトから出
される膨大なクレジットに期待する向きも大きいが、森林火
災や洪水等も起きる自然界ゆえ、この吸収が果たして永続的
なものとなるかはかなり不確実である。実際、日本政府同様に
二国間での炭素クレジット制度を積極的に展開しているスイ
ス政府も、この永続性の懸念から森林事業は制度の対象案件
として認めていないと説明している。クレジット事業により先
住民の権利侵害など他の社会環境側面に対する悪影響が起
きる懸念や、どこまで吸収量が増大したといえるかなど、疑念
は一向に減っておらず、過去にクレジット創出プロジェクトを

【図１】ウクライナのパビリオン。入口脇には今回の出展にあたってのメッセージが掲げられ
ていた（図２）。筆者は時間の都合で聴講できなかったが、ロシアの軍事侵攻がEU
の気候変動政策に与える影響を取り上げたセッションも開催されていた。

【図２】ウクライナのパビリオン入口脇のメッセージ
和訳：
最も大変な時を迎えている国の初めてのCOPパビリ
オン。ロシアが始めた戦争はすべての国と人々に傷痕を
残しました。
しかし、戦争で私たちの計画を止めることはしません。 
Ｕ（あなたとウクライナの掛詞）と共に、我々は気候中立
に向け歩み続けています。
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【表1】ネットゼロ目標に関する国連とISOの提言

ネットゼロ目標の
要件 国連の勧告 ISOのガイドライン

対象範囲

•バリューチェーン全体。金融機関はポートフォリオ全体。 
スコープ３の排出データが取れない場合は、データ入手努
力または代替の推測値を説明

•バリューチェーンにおける個々の活動がいかに短期・中期・
長期の目標達成につながるか説明

•バリューチェーン全体
•スコープ別に目標を立てる。スコープ１の排出が限定的な

場合は１と２を組み合わせた目標も可

時間軸

•２0２5・２0３0・２0３5等の中間目標がある
•２0３0年までに少なくとも半減、遅くとも２050年までにネット

ゼロ
•短期目標は5年以内。最初の目標年は２0２5年
•宣言を出してから１年以内に最初の目標を策定

•遲くとも２050年までにネットゼロ達成
•遅くとも２0３0年までに全スコープの実質的排出削減
•中間目標は２－5年毎に設定する

方法論 •IPCCやIEAによる１.5℃道筋モデルに合致している
•SBTやISO等第三者により検証済みの方法論を使用

•２0３0年までに世界のGHGを２0１8年比で半減する道筋と
合致

透明性

•排出データ、ネットゼロ目標およびその達成計画と進捗状
況を毎年報告

•UNFCCCグローバル気候アクションプラットフォームに規
定の書式で提出

•排出削減については第三者検証を受ける

•現在の排出状況、ベースライン、目標、計画に関する情報
を公開

•ネットゼロ目標進捗状況に関する情報を定期的に公開
•中間および長期目標の進捗並びに付随するネットゼロ主

張は第三者検証を受ける
•造林や再植林に関する主張は第三者検証を受ける

オフセットの
位置付け

•排出削減を優先させる
•十全性の高いクレジット（途上国経済の脱炭素化を促進す

るもの）をバリューチェーンでの緩和よりさらに進める時に
使用。排出削減中間目標に充当しない

•削減不可能な排出の帳消しにカーボンクレジットを使う場
合は、社会経済面にも配慮した高い環境十全性があり、信
頼のおける規格策定機関のお墨付きを得たクレジットを使
用する

•排出削減を優先させる
•排出回避（＊森林破壊の阻止等、第三者の排出増加を抑制

する活動）は削減不可能な排出量の埋め合わせには使わ
ない

•ネットゼロ達成後はオフセットへの依存をやめる、または低
減させる

GHG除去の
位置付け

•除去活動が必要な場合はその理由を明示
•永続的GHG除去の使用は信頼のおける第三者機関が検

証した報告に基づいている

•永続的な除去は削減活動に含まれるが、削減不可能な排
出量の埋め合わせにのみ使用

•除去活動により他の地域で排出増にならないことを担保
する（リーケージ問題）

•排出削減目標と除去目標は分ける

自然の
位置付け

•ネットゼロ計画の一部としてサプライチェーンも対象に生
態系の転換を回避

•排出削減にとどまらず生態系の保護と回復に投資
•金融機関は森林破壊と結びついているビジネスに投資や

ファイナンスをしない方針を掲げ、２0２5年までに投資やク
レジットポートフォリオから農産物による森林破壊を根絶
する

•自然へのインパクトを中立もしくはポジティブとさせる目標
を別途立てる

カーボンクレジット
の使用

•すべての取引を報告 •任意市場でクレジットを購入する場合はクレジット販売か
らの収益の一部をUNFCCC適応基金に振り向ける

•クレジットのタイプや登録制度、クレジットでカバーする量、
エリア、範囲を明記する

•クレジットを追加的な任意活動で使用するのか削減不可
能排出量の埋め合わせに使うのか明確にする
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手掛けていたドイツの専門家にいたっては、「（炭素）市場は役
に立たない」と市場自体を否定したほどである。ネットゼロと
いっても、そうそう簡単に差し引き計算はできないのだ。

もう一つ注意すべきは、温室効果ガス削減目標の対象は自
社から直接発生する排出（スコープ1）やエネルギー使用に伴
う排出（スコープ2）のみならず、バリューチェーン全体（スコー
プ３）とすることが求められている点である。これまでのネット
ゼロ宣言の大半はスコープ1・2に限定されており、スコープ３
まで対象を広げ、かつ具体的削減計画を1年以内に提出せよ
となると、かなり難易度が上がるのは否めない。スコープ３にさ
かのぼって排出量を把握できない場合は、さかのぼる努力を
どこまでしたか説明する、あるいは推計値をあてはめることが
認められてはいるが、いずれにせよスコープ３を含めていない
目標はネットゼロ目標とは認められない。国連とISOどちらの
提案も拘束力はないが、NGOのみならず多くの機関投資家も
今後これをネットゼロ宣言のベンチマークとして、投資先企業
の宣言内容を精査するであろう。スコープ３には触れず、スコー
プ1と2での具体的削減計画もないままのネットゼロ宣言は、
早晩「グリーンウォッシュ」とNGOからレッテルを貼られ、市場
からはNoを突きつけられる。では宣言しなければいいかとい
えば、それも同様にNoを突きつけられる。企業の本気度が改
めて試されている。

 

3．脱炭素で台頭するオーストラリア
上述の限りなくリアルゼロを目指せという主張は、企業側

からすれば非現実的と思われるかもしれない。しかし、現実
にはすでにリアルゼロを掲げている企業がいる。オーストラリ
アの鉄鉱鉱山企業フォーテスキュー社は、スコープ1と2につ
いて「20３0リアルゼロ」を宣言したのだ。使用電力の100％再
エネ化、鉱石運搬用トラックや鉄道の燃料電池化に加え、鉱
山内掘削機も電動化することで、操業の脱炭素化を目指して
いる。さすがにスコープ３についてはリアルゼロとはいかない
が、それでも2040年までにネットゼロを打ち出し、前述のネッ
トゼロ目標勧告が求める対象範囲もクリアしている。この野
心的目標を支えるのがグリーン水素やグリーンアンモニアを
製造する100％子会社フォーテスキュー・フューチャー・イン
ダストリー社（FFI社）で、この子会社のCEOがCOP期間中毎
年同時開催されるビジネスイベント「世界気候サミット注1）」に 

登壇。壇上から「ネットゼロではなくリアルゼロ、オフセットに
頼るべきではない」と檄を飛ばして会場から拍手を浴びたが、
得ているのは称賛だけではない。20３0年リアルゼロを掲げた
ことで投資家が倍増したと明かし、すでに実利も得ているの
だ。重工業セクターは排出削減が難しいと一般的にはいわれ
るが、再エネに有利な地理環境にあるオーストラリアの場合、
むしろ世界のリーダー企業の一角に名乗り出るチャンスにす
らなっているといえよう。

このオーストラリアの勢いを印象付けたのが、オーストラリ
ア政府パビリオンでのイベントである（次頁図3）。オーストラ
リアは2022年5月の総選挙で国内石炭産業擁護のため気候
変動対策に後ろ向きだった与党が敗北し政策が一変、それ
を象徴するかのように今回政府としては初のパビリオンを会
場内に設けている。そのパビリオンイベントに気候変動エネ
ルギー副大臣、エネルギー移行委員会注2）議長や再エネデベ
ロッパーと共に前述のFFI社CEOが再登場。さらに詳細にFFI
社のグリーン水素・アンモニア製造を紹介したのだが、筆者
が注目したのはその規模が意味するものである。現在建設中
の電気分解施設は年間2GWと世界最大級の水素生産能力
を誇り、この規模の水素製造工場をオーストラリア各地ひい
ては世界に展開するという。日本の20３0年水素生産目標が5
GWであることを考えれば、かなりの量となり、当然親会社で
あるフォーテスキュー社のみならず、彼らのサプライチェーン
にも広くいきわたらせることが可能である。実際この取り組み
の説明時にCEOは「製造およびサプライチェーンの取り組み」
と称しており、スコープ３でもかなり排出削減が進み、ネットゼ
ロ目標達成のためにオフセットに頼る追加的コストも相当回
避できると思われる。

オーストラリアでは場所により日没後風が止む弱点や、電
力網やパイプラインインフラが十分整備されていないなど課
題も抱えており、現在フォーテスキュー社では鉱山はディー
ゼルやガスによる自家発電、電力網も自前という環境下にあ
る。こうした1社だけでは解決できないインフラ問題は政府の
出番となるが、20３0年再エネ比率82％を目標に掲げ、電力と
国内産業両方のエネルギー移行を最重点政策課題に位置付
けている新政権も鼻息は荒い。挨拶に立った副大臣は200億
オーストラリアドル（1兆8,600億円）のエネルギー移行ファン
ドを設置したことを国際社会にアピール。中でもグリーン水素
にはかなり力を入れており、アンモニア含め世界的需要が増
大する中、貿易パートナーとしてのオーストラリアの重要性が
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高まっていると自負するだけでなく、世界的な水素の認証ス
キームが重要となるため認証規格策定でリーダーシップを発
揮するとまで意気込んでいるのだ。

オーストラリアは日本にとって鉱物資源や一次産品の重要
な貿易相手国であるのみならず、再エネ由来水素やアンモニ
アの有望な調達先としても、商社はじめ関係企業から熱い視
線を浴びているだけに、このオーストラリア政府の再エネ推
進政策は一見、日本にとっても有利と思われるだろう。だが、
このセッションで出された声から筆者が感じたのは、日本に
はこのグリーン水素やグリーンアンモニアが回ってこないの
ではないかという不安である。水素の運搬方法としてアンモ
ニアをキャリアとした場合でも、その変換のためには複雑な
プロセスが必要となり、エネルギーが余分にかかる。グリーン
水素と銘打っていても、CO2フリーとはなれず、グリーンでも
濃いグリーンもあれば薄いグリーンもあるということになる。
この問題については、世界気候サミットの場で国連工業開発
機関（UNIDO）の担当者から「すでに色注3）の問題ではない、
中身のCO2がどれほどあるかの問題」と指摘が出ており、再
エネで生成されたグリーン水素だからといって「排出ゼロ」と 

日本企業がうたってしまうと、グリーンウォッシュといわれか
ねない。うたい文句によらずCO2排出回避を主眼とする以上、
水素は極力オーストラリア国内で消費されるべきとなる。ここ
に実は鉄鉱石と再エネの両資源を持つオーストラリアの真の
強みがある。パネリストのエネルギー移行委員会議長も、パイ
プライン移送は市場から遠く、LNG船舶での輸送は排出を伴
う以上、水素はオーストラリア国内での製鉄（水素還元鉄）に
回すのが最適解と発言している。世界の脱炭素という観点か
らすれば、わざわざ遠隔地の日本にアンモニアの状態で水素
を運搬し、日本国内で発電や製鉄に使うのはエネルギーの無
駄なのだ。

さらに注意すべきは、オーストラリアと東南アジアの近さで
ある。このセッションにはオーストラリアの大学と民間財団
Climateworks Centreも参加していたが、この機関の活動
テーマはオーストラリア太平洋および東南アジアにおけるエ
ネルギー移行である。石炭火力への依存度が高い東南アジア
の脱炭素化をどう進めるかは、日本の金融機関でも一大テー
マとなっているが、オーストラリアにとっては豪州産再エネ輸
出の一大市場でもある。エネルギー移行委員会議長によれば

【図３】オーストラリアのパビリオン。日本政府のパビリオンよりも広く、コーヒーを振る舞っていたこともあって、常に
多くの人で賑わっていた。農林業関係のセッションも開かれており、オーストラリアの民間セクター参加者が
かなり多かったように思われる。
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西オーストラリアとシンガポール間なら海底電力ケーブル経
由でキロワット単価6セントで託送可能であり、経済性も十分
成立する。成長市場でもある東南アジアという点を加味すれ
ば、オーストラリアの地の利をさらに生かした展開が見込まれ
るのだ。また、途上国という観点でみても東南アジアは民間資
金獲得の有望株である。条約の世界では常に途上国への資
金支援が約束通りの額に至っていないことが問題視され、先
進国政府は必ずといっていいほど民間資金の動員を語る。そ
れに呼応する形でCOP26で立ち上がったグラスゴーネットゼ
ロ金融同盟（GFANZ）には、日本の金融機関もかなり参画し
ているが、今後３0年間で100兆円を動かすという公約の基盤
にあるのは、途上国の脱炭素支援である。この文脈でみれば、
日本という先進国向け案件よりも、スケールも成長性も期待
できる東南アジアを対象としたプロジェクトの方が、投資を呼
び込みやすい。日本はオーストラリアの資源をめぐって東南ア
ジアと競り合う環境におかれるのではないだろうか。

日本のグリーン水素・アンモニア調達先には中東もあるが、
中東も地理面でみれば欧州勢が圧倒的に有利であることは
否めない。現にCOP開始直後の11月7日に、グリーン水素に
関するエジプトとベルギーの二国間協力プロジェクトが両国
首相を迎えたイベントで発表されている。ベルギーにはアント
ワープ港という欧州第2位の港湾があり、ここの港湾公社も事
業パートナーとして参画しているこのプロジェクトによって、ベ
ルギーは安定的グリーン水素調達を見込める。それだけでな
く、ベルギー首相は、グリーン水素への高まる国内需要のみ
ならず欧州全域さらにはそれ以外の地域への供給も展開して
いくと、野心を語ったのだ。グリーン水素はビジネスの地政図
も塗り替えていく。この地政図に果たして日本は描かれるのだ
ろうか。

4．CBAM vs IRA
グリーン水素が戦略的貿易コモディティと化しつつあるよ

うに、脱炭素は貿易の姿も揺さぶる。その象徴ともいえるの
が、欧州連合の炭素国境調整メカニズム（CBAM）である。
CBAMは欧州連合の総合的な気候変動政策の一環として導
入が決定した関税制度で、鉄鋼やセメント、アルミニウム等炭
素集約型製品を対象に、欧州域内で厳しい排出制限が課され
ている企業と域外企業との競争環境を同じにするというのが

趣旨である。そうした措置を取らなければ、欧州内から生産拠
点を域外に移転し、排出削減を行わないまま事業が継続され
かねない（炭素リーケージ）というのが大義名分だが、欧州と
同じ水準の排出規制を貿易という手段によって実質的に世界
に広めていく政策といってもよい。このCBAMをめぐっては欧
州と欧州域外や民間の任意炭素市場との対話がないまま進
めているとの反発がEUパビリオンでのイベントでも出された
が、そこに加え浮上してきたのが、バイデン政権のインフレ抑
制法（IRA）によるアメリカとの対立である。

CBAMはEUの要求する排出基準を満たせない製品に関
税を課すものなので、対象製品の輸出企業にとっては「鞭」で
ある。これとは対照的にIRAは再エネやEV、炭素除去等、民
間における各種気候変動関連事業に税の優遇や補助金を支
出する、個々の企業にとっては「飴」である。しかも、フランスの
マクロン大統領が「IRAでアメリカにすべて吸い寄せられてし
まう」と不満を口にしたほどの大盤振る舞いといっていい。つ
まり欧米間で民間の事業活動をめぐり「飴と鞭」という真逆の
政策アプローチが取られている。かつIRAもアメリカ国内での
生産が優遇対象要件に入っており、保護貿易的色彩を帯びて
いる。飴と鞭という異なるアプローチを取りながらも、どちら
も貿易を歪める危険性を内包しているのである。

こうした最近の政策動向を受けて世界経済フォーラムが主
催したカーボンプライシングと貿易を論じるセッションでは、
EUとアメリカとの間で対話し政策の調和を図っていかない
と、WTOでの紛争合戦になりかねないとの懸念が出されたの
である。企業にとっては不透明な政策環境となっており、パネ
リストとして参加していたアルセロールミタル社は、どこで脱
炭素のオペレーションを展開するか投資判断に遅れが出る実
害に言及、どう対処すべきか分からないのが現状と吐露して
いる。また、OECDの貿易・農業部長は、WTOは環境政策に
関わる機構ではないため、純粋に貿易紛争として裁定されて
しまうと、気候変動条約はじめ様々な環境関連の国際合意を
破壊することになりかねないと危惧。気候変動対策と貿易政
策の調和について、国際的合意の必要性を訴えたのだ。

欧州と米国であれば首脳同士の会談やG7等協議する場は
様々にあるだろう。だが、このアプローチの差は欧州と米国の
本質的違いに根差しているものである。CBAMは「鞭」という
見方に対し、CBAMによって域外各国でカーボンプライシン
グの導入インセンティブが働き、また域内ではCBAMからの
歳入で技術革新や地域コミュニティ向けの資金が拡充する 
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ことから「飴」であると、欧州委員会（EC）のエネルギー課税
部門責任者は反論したが、ここから見て取れるのは、欧州は
社会全体にとっての便益という観点に立っているということ
だ。他方、アメリカは個々の企業の便益を追及する。だからこ
そ、経済学的にはカーボンプライシングが合理的とわかって
いても、政策として導入されることが見込めない。政府の規制
によって民間を主導しようとする欧州と民間の活力を高める
ことで気候変動対策を進めようとするアメリカ。この違いが
カーボンプライシングの有無を通じて貿易で表面化し、誰の
利益にもならない欧米衝突に発展しないようにするにはどう
したらいいか、すでに欧米の関係者の視線はそこに向かい始
めている。ECの責任者によれば、CBAMの導入は早くても
2026年以降であり、それまでに方法論や課金制度設計を詰
め、2025年に実施前点検を行う計画である。これから３年間の
作業がどうなっていくのか、EUが域外との対話をどう進めて
いくのか、注視が必要だ。 

＊＊＊＊

最後に会議とは直接関係ない余談を一つ。会議地となった
シャルム・エル・シークは紅海に面したオーシャンリゾートで、
大型リゾートホテルが数多く立ち並んでいる。COP公式予約
サイトもすべてその類のホテルで、筆者もその中の一つに宿泊
したが、そこで目にしたのは学校の秋休みでビーチリゾートラ
イフを楽しむ多くのロシア人家族の姿だった。多くのロシア国
民にとってウクライナとの戦争は自分たちごとにはなっていな
いのが実態なのだろうが、ウクライナの状況との落差に当惑を
禁じえなかった。ホテルの従業員もロシア語を話し、道路沿い
に立ち並ぶ土産物やレストランも英語と共にロシア語表記で、
ロシア人以外のリゾート客はほとんど見当たらない。乗り継ぎ
のカイロ空港では「Moscow→」と専用案内看板もあちこち
に見かけた。このリゾート地が、そしてエジプトが、いかにロシ
アマネーに支えられているかも垣間見えたCOPであった。

以上

注）

1)本ビジネスイベントは副題としてInvestment COPと名乗っており、今回 
日本からはアセットマネジメントOne、三井住友トラストアセットマネジメント
が登壇している

2)欧米印のエネルギー大手やエネルギー集約セクター企業、主要金融機関、
NGOから構成された民間グループ。中国や韓国からも参加はあるが、日本
からの参加はない

3)水素は現在、石炭や石油から抽出するグレー水素、グレー水素生成時に発
生するCO2を捕獲し地中に戻す（CCS）処理を施すブルー水素、再エネによ
る電力で水を電気分解したグリーン水素に大別されている



RMFOCUS Vol.84 〈2023 Winter〉　8

【ＴＮＦＤタスクフォースメンバー】
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
サステナビリティ推進室 ＴＮＦＤ専任ＳＶＰ

原
は ら ぐ ち

口 真
まこと

（左）
【聞き手】
MS&ADインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部
リスクマネジメント第三部 サステナビリティ第一グループ
グループ長　　　　　　　　　　　　　　　寺

て ら さ き

崎 康
こ う す け

介（右）

1．ＴＮＦＤベータ版v0.3の公表
ＴＮＦＤ（Taskforce on Nature-related Financial 

Disclosures;自然関連財務情報開示タスクフォース）は、企
業や金融機関が自然関連のリスクや機会について管理およ
び情報開示をするためのフレームワークの構築を進めるイニ
シアティブであり、202３年9月に最終提言を公表することを 

目指している。ＴＮＦＤは、最終化までに4回に分けて開発中の
ベータ版フレームワークを公表して、ステークホルダーからの
フィードバックを経ながら策定を進める計画であり、直近では
2022年11月に３回目のベータ版フレームワーク（以下、「ベータ
版v0.３」）が公表されている（次頁表１）。

本誌では過去2回にわたりＴＮＦＤを特集してきた。Vol.82
では、ベータ版v0.1を基に、フレームワークの基本構造、開示

要旨
▪ＴＮＦＤは2022年11月、企業や金融機関が自然関連のリスク・機会について管理および情報開示するためのフレーム

ワークのベータ版v0.3を公開した。
▪ベータ版v0.3では開示推奨項目案について、ＴＣＦＤから踏襲した４本柱のうちの「リスク管理」が「リスクと影響の管

理」となった。また「トレーサビリティ」、「ステークホルダー・エンゲージメント」、「気候と自然に関する目標の整合性」
が新たに追加された。

▪これを受けて本稿では、改めてＴＮＦＤのマテリアリティ（重要性）の考え方やサステナビリティ開示の国際的ベー
スラインであるＩＳＳＢの開示基準との関係性について整理した。

▪さらにベータ版v0.3において、「自然関連リスクと機会を評価するためのガイダンス案」が公表された。それによれ
ば、自然関連リスク・機会と財務的影響の関係性を踏まえたうえで、リスクと機会の大きさ（マグニチュード）や発生
可能性を評価して優先順位をつけることが提案されている。

▪企業は早い段階からTNFDのフレームワークに慣れていくことが期待されているが、最初は事業全体の網羅性や
リスク・機会の重要性を意識して分析対象を決めるよりも、対象を絞ったうえで、データが取得しやすいなどのや
りやすさを優先して経験を積むことが望まれる。

ＴＮＦＤフレームワークにおける
自然関連のリスクと機会の評価とは

ＴＮＦＤ
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推奨項目案、自然関連リスク・機会を評価するための「ＬＥＡ
Ｐアプローチ」について概説した2）。さらにVol.8３では、三井住
友海上駿河台ビル緑地を題材として、実際にＬＥＡＰアプロー
チに沿って考察した3）。それを通じて、ベータ版v0.2で言及 
されているように、「影響要因」、「自然の状態」、「生態系サー
ビス」の三つの観点から自社事業の「自然への依存関係およ
び影響」を把握する一連の考え方を説明した（図１）。

これまでの記事内容を踏まえて、本稿ではベータ版v0.３で
改訂または追加された特に重要な点について、ＴＮＦＤタスク
フォースメンバーとしてフレームワーク開発に携わるＭＳ＆ＡＤ
インシュアランス グループの原口 真に話を聞いた。

2．開示推奨項目案の改訂
寺崎

ベータ版v0.３では、根幹となる「自然関連リスクと機会に関
する開示提言（草案）」（以下、「開示推奨項目案」）そのものに
手が加えられました（次頁図２）。

原口
はい。ベータ版v0.３では、v0.2までと同様にＴＣＦＤの構造、

アプローチ、言語を維持しながら、自然を主題として取り扱う
うえで必要となる項目を追加しました。ベータ版v0.2までの開
示推奨項目案を、自然への依存関係と影響を組み入れた形
に拡大し、ＴＣＦＤから踏襲した4本柱のうちの「リスク管理」
は「リスクと影響の管理」となりました。また新しく追加または
改訂された項目は以下のとおりです。

①サプライチェーンのトレーサビリティ
（図２：リスクと影響の管理D）
まずトレーサビリティについてですが、自然との依存関係、

影響、リスクは場所や地域によって大きく異なるため、自社の
操業における原材料等の供給源をサプライチェーンに沿って
特定することが重要であることを意味しています。

©TNFD 2022

©TNFD 2022

【表１】ＴＮＦＤリリース日程

（出典：参考文献１）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳）

【図１】影響要因、自然の状態、生態系サービス、リスクと機会　　　　　　　　　　（出典：参考文献４）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳）
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②権利保有者を含むステークホルダー・エンゲージメント
（図２：リスクと影響の管理Ｅ）
これらの自然関連課題は概して局所的であり、周辺の地域

社会に影響を与えます。そのため、リスク管理と情報開示の
枠組みは自然関連の依存関係と影響、リスクと機会の社会的
側面を反映することが必要不可欠となります。ＴＮＦＤでは
市民社会組織や先住民族・地域社会（ＩＰＬＣ：Indigenous 
People and Local Communities）と協議しながらフレー
ムワークの開発を進めていますが、その視点から権利保有者
を含むステークホルダーとのエンゲージメントが追加されま
した。

③バリューチェーンを含めた依存関係や影響を評価、管理す
るための指標の開示（図２：指標と目標Ｂ）
この項目は、ＴＣＦＤでは温室効果ガス排出量のスコープ1、

2、３の開示に相当する部分です。そのアプローチをそのまま自
然には適用できないため、「直接操業とその上流および下流」
という範囲になりました。

④気候と自然に関する組織の目標の整合性
（図２：指標と目標Ｄ）
さらに近年、「Climate-Nature Nexus」（気候と自然の統

合）が重視される中で、気候と自然に関する目標が互いに貢献
し、またトレードオフがあるかについても記述することが盛り
込まれました。

 

©TNFD 2022

【図２】ベータ版v0.3における開示推奨項目案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：参考文献１）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳・一部加筆）
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3．マテリアリティ（重要性）の考え方
寺崎

先般、欧州理事会が承認した「企業サステナビリティ報告
指令（ＣＳＲＤ）」では、マテリアリティの評価の考え方として、

「ダブル・マテリアリティ」が採用されています。一方でＴＣＦ
Ｄや日米の開示規制は、企業価値に対するリスクのみに焦点
を当てた「シングル・マテリアリティ」の考え方に立脚しています

（図３）。
ベータ版v0.３において「リスク管理」が「リスクと影響の管

理」と変更されたことで、ＴＮＦＤが企業だけでなく自然への影
響やリスクにも焦点を当てた「ダブル・マテリアリティ」を採用
したと誤解した方も多いと聞いています。

原口　
ＴＮＦＤは、様々な規模、セクター、法域の企業や金融機関

に適用できるよう、網羅的な開示推奨項目を提供するという
立場です。ベータ版v0.３で言及されたとおり、ＴＮＦＤはベース
ラインとして必須である「中核となる（core）」開示提言とベー
スラインの上に追加的に増強する「強化（enhanced）」開示
提言とを区別し、ベータ版v0.4以降で示す予定です。

したがってＴＮＦＤは、一つのマテリアリティの考え方を支
持しているわけではなく、企業や金融機関の情報開示の志向
や各法域の規制上の要件を満たせるような柔軟性のある枠
組みを構築することに重点を置いています。

寺崎
国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）注1）が策定中の

サステナビリティ開示基準とは整合が取れているのでしょう
か。

原口
はい。ＩＳＳＢ基準はグローバル・ベースラインであり、各法

域の規制当局がＩＳＳＢ基準を超える開示項目を適宜、付加
する形で利用することを想定して作られています。ＴＮＦＤのフ
レームワークも、ＩＳＳＢのグローバル・ベースラインに合わせ
ています。それとともに、ＩＳＳＢを超えた各法域の要求事項や
企業や金融機関のニーズに対しても、適用できるように設計さ
れています。

また開示を繰り返す中で、徐々に強化開示項目に挑戦して
開示内容を高めることができるようになっています。

 

【図３】シングル・マテリアリティとダブル・マテリアリティ　　（MS&ADインターリスク総研作成）
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4．リスクと機会の評価フェーズに
関するガイダンス

寺崎
ＴＮＦＤが提案するＬＥＡＰアプローチは、企業が自然と

の接点を発見し(Locate)、依存関係と影響を診断したうえ
で（Evaluate）、リスクと機会を評価して（Assess）、開示へ
の対応を準備する（Prepare）ための実践的ガイダンスです。
ベータ版v0.2では”Evaluate”に焦点を当てたガイダンスが
公表されましたが、ベータ版v0.３では新たに付属書として、 
”Assess”に関するガイダンス4）が示されました。まず自然関
連リスクと機会を特定するための考え方について教えてくだ
さい。

原口　
企業が自然関連リスクや機会にさらされる要因として、以下

の二つが挙げられます。
①企業の直接操業またはバリューチェーンが、高リスクな

生態系（ＴＮＦＤが定義する優先地域）に位置しているか
②企業の自然への依存関係や影響

•ビジネスの影響要因または外部の影響やトレンドによ
る、自然の状態そのものの変化

•自然の状態の変化に伴う生態系サービスのフローの
変化

•事業による自然へのインパクトから生じる社会への影響
（レピュテーションやステークホルダーとの関係性な
ど）

この2点については、”Locate”、”Evaluate”の段階で既に
把握しているわけですが、自然関連リスクと機会を特定するに
は、それに加えて各国および国際的な政策・規制、技術革新、
市場の変化、消費者の嗜好や需要の変化などの移行リスクに
関係する広範な視点を持つことが重要です。

自然関連リスクを踏まえたうえで、以下のような自然関連の
機会も検討することができます。ただしＴＮＦＤのフレームワー
クでは、自然へのネガティブな影響を軽減することは、自然の
状態とその長期的なレジリエンスへのポジティブな影響を持
つことと同等ではないと述べています。そのため、ネガティブと
ポジティブの影響を足し合わせてネットで評価することはせ
ず、分けて考えるべきです。

①組織が自然関連のリスクを回避、低減、緩和、管理すること

②自然の損失を止める、または反転させるようなビジネス
モデル、製品、サービス、市場、投資の戦略的な変革

リスク・機会の特定に際しては、自然関連リスク・機会と財
務的影響の関係性も意識すると良いでしょう（次頁図４）。ま
た現在のリスクや機会だけでなく、長期的に発生する可能性
のある将来のリスクや機会も考慮することが望まれます。その
うえで特定したリスク・機会を自然関連リスク登録簿（次頁表
２）に記載するなどして整理します。

寺崎
次に、特定したリスクの軽減や管理方法について検討する

のですね。

原口
はい。既に自社で適用しているものだけでなく、追加で検討

すべきリスク軽減や管理プロセスも特定します。

寺崎
最後にリスクと機会の優先順位付けを行うことになります

が、その考え方を教えてください。

原口
次頁表２の自然関連リスク登録簿で例示しているとおり、

ベータ版v0.３ではリスクと機会の評価に際して、自然への依
存関係や影響の大きさを表す「エクスポージャー指標」とリ
スクと機会の財務的影響の大きさを評価するための「マグニ
チュード指標」を特定することを推奨しています。

そのうえでリスクと機会の優先順位は、通常の企業のリス
ク管理の考え方と同様に「リスクと機会の財務的影響の大きさ

（マグニチュード）」と「発生可能性」のかけ合わせで評価しま
す（14頁図５）。ただしベータ版v0.３では、それに加えてＴＣＦ
Ｄにおける追加クライテリア、ＴＮＦＤ固有の追加クライテリア
も考慮することを推奨しています。
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【図４】自然関連リスク・機会と組織のビジネスパフォーマンス、財務的影響の関係　　　　　　　　　　（出典：参考文献４）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳）

【表２】自然関連リスク登録簿の例

（出典：参考文献５）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳）

タイプ 自然関連
リスク

リスクサブ
カテゴリー 例

領域
（陸域、
淡水、
海洋、
大気）

組織
レベル
（製品、
事業体、
拠点／
施設
または
地域）

場所

リスク要因

エクスポー
ジャー
指標

マグニチュード
指標

リスク
レーティング 管理責任者

他の環境・社会
リスク／機会
とのつながり

自
然
の
状
態
の
変
化

生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
フ
ロ
ー
の
変
化

社
会
へ
の
影
響

物理的
リスク

（急性）

組 織 が 依 存
あるいは影響
を及ぼしてい
る生態系の状
態（状態およ
び /または範
囲）の変化に
より、生態系
サービスの流
れに変化が生
じる
•自然の投入物
（供給サービ
ス）の変化

•淡水の
水質

•水資源

組織や他の
ステークホ
ルダーによ
る汚染物質
の流出によ
り、淡水生
態系が劣化
する

淡水 地域 欧州

• 排 出される
汚染物質の
量、濃度

（影響要因）
•淡水生態系
の平均種数

（生態系の状
態）

•水中の汚染
物質濃度

（生態系の状
態）　　　

•操業場所や 
サプライヤー
の移転に伴
うコスト

•操業やサプ
ライチェーン
の途絶によ
る収入の減
少、コスト増
加

•生態系の修
復コスト

•当該地域に
依存する資
産／収入の
量

・リスクにさら
される拠点、
事業ライン、
施設の数

高
サ ス テ ナ
ビリティマ
ネージャー

•水質の低下
に伴う地 域
コミュニティ
の混乱の可
能性

•水生植物へ
の負の影響
による地 域
の炭素貯留
量が減少す
る可能性

©TNFD 2022
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5．ベータ版v0.4に向けて
寺崎

ベータ版v0.３でその他に追加されたガイダンス等はありま
すか。

原口
ＳＢＴＮ（Science-Based Targets Network）と共

同で、「科学的根拠に基づく自然に関する目標（SBTs for 
Nature）」に関する追加ガイダンスを公表しています。SBTs 
for Natureについてはまだ目標設定手法が検討されている
途中ではありますが、ガイダンスではＳＢＴＮの提唱する目標
設定アプローチとＴＮＦＤの提案するＬＥＡＰアプローチは構
造的に似ており、並行して活用できるとしています6）。ＴＮＦＤ
は、企業が自然に関する目標を設定する場合、ＳＢＴＮの方法
を活用することを推奨しており、ガイダンス案の更新を予定し
ています。

他には、金融機関向けに開示ガイダンス案と評価・開示指
標例が示されました。またＬＥＡＰアプローチの各段階で活用
できるツールカタログを整備しました。さらにシナリオ分析や
自然関連リスクの社会的側面に関するディスカッションペー
パーも公表されましたが、ガイダンス案が策定されるのはベー
タ版v0.4の段階になるでしょう。

寺崎
ベータ版v0.4ではどのような内容が追加される予定でしょ

うか。

原口
前述のシナリオ分析や社会的側面の追加ガイダンス案に加

えて、企業向けの開示指標に関するガイダンス案、セクター別
および領域・バイオーム別の追加ガイダンス案などが示され
る予定です。

©TNFD 2022

【図５】自然関連リスク・機会の優先順位付けのクライテリア　　　　　　　（出典：参考文献4）を基にMS&ADインターリスク総研仮訳）
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1）TNFD “The TNFD Nature-related Risk and Opportunity 
Management and Disclosure Framework Beta v0.3” 
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２）MS&ADインシュアランス グループ “RM FOCUS Vol.82” p.1-7 
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2022.11

5）TNFD “TNFD Nature-related Risk and Opportunity 
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＜https://framework.tnfd.global/the-leap-nature-risk-
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8） MS&ADインシュアランス グループ “RM FOCUS Vol.83” 
p.1-6 “企業のサステナビリティ情報制度開示に備えて” 2022.10

注）

1)ISSBは、国際的な会計基準の策定機関を傘下に持つIFRS財団（本部・ロンド
ン）が、サステナビリティ情報開示の統一的なルールの作成を目的に2021年
11月に設立。2022年３月に、公開草案を公表した。詳細は参考文献８）を参照

6．ＬＥＡＰアプローチを
試行するうえでの留意点

寺崎
今の段階から企業はＬＥＡＰアプローチを試行するなどし、

ＴＮＦＤのフレームワークに慣れていくことが期待されていま
す。一方で企業側の経営資源や知見も限られている中で、何を
対象として始めて行けば良いのでしょうか。

原口
ＴＮＦＤは実施範囲の決め方として、以下を推奨しています7）。

①比較的狭い範囲から開始すること
キャパシティや業務経験が限られている場合、ビジ

ネス全般や関連するバリューチェーン全部を対象にせ
ず、ある事業所、部門、生産ライン、または原材料に限
定しても良い。

②比較的集めやすく、使いやすい自社データがあるも
のから実施すること
ＴＮＦＤは、ある特定の事業の場所や業務について

バリューチェーン全体を含めることを推奨はするが、
データの入手可能性から実際には困難なことも承知
している。

③評価の助けになる既存の枠組みやツールを使うこと
広く使用され、評価されている枠組みやツールが多

数あり、ＬＥＡＰアプローチのベータ版ではそれらを識
別している。

最初から完璧を目指す必要はありません。今の段階では、
事業全体の網羅性やリスク・機会の重要性を意識し過ぎるよ
りも、やりやすさを優先すべきです。そうした経験を踏まえて、
データが不足しているなどの困難なテーマについても分析を
拡げていくことができるようになっていくと思います。

以上
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介護サービス事業者のBCP策定義務化

要旨
▪令和3年度介護報酬改定で、すべての介護サービス事業者に自然災害・感染症それぞれのＢＣＰ策定、研修および訓

練の実施が義務づけられた。
▪202４年3月末の義務化まで残り1年あまりとなったが、現時点ではＢＣＰ未策定の事業者も多い。
▪ＢＣＰ策定にあたっては、厚生労働省が示しているガイドラインおよびひな形や、自治体、業界団体が開催する研修

など参考となる情報が多くある。
▪被災時、感染症流行時ともに新たに発生する業務、平時に行っている業務のうち優先すべき業務それぞれについて

あらかじめ整理しておくことが重要である。
▪最初から完璧なＢＣＰを目指すのではなく、まずはできることから小さく始め、見直しによって水準を向上させていく

ことが大切である。

【ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研によるイントロダクション】
令和3年度介護報酬改定において、感染症や災害が発生した場

合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を
構築する観点から、すべての介護サービス事業者に、業務継続に
向けた計画等（ＢＣＰ）の策定、研修の実施、訓練（シミュレーショ
ン）の実施が義務づけられた。この義務化には3年間の経過措置
期間が設けられ、2024年3月末が期限となっている。期限まで残り1
年あまりとわずかだが、現時点ではＢＣＰ未策定の事業者も多い。

このような状況を踏まえて、令和2年度厚生労働省老健局老
人保健課「介護サービス類型に応じた業務継続計画（ＢＣＰ）作
成支援業務一式」検討委員会の委員長を務めたミネルヴァベリ
タス株式会社 顧問・信州大学 特任教授の本田茂樹氏に、介護
サービス事業者のＢＣＰ義務化の現状や、ＢＣＰを策定するうえ
で押さえておくべきポイントなどについて聞いた。

 

Q.介護サービス事業所におけるＢＣＰ策定状況の現状を教
えて下さい。

令和3年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進
等事業「感染症対策や業務継続に向けた事業者の取組等に関わ
る調査研究事業 報告書」の中で介護サービス事業所を対象とし
て、感染症ＢＣＰと自然災害ＢＣＰについてどれぐらいの策定状
況かというアンケート調査が実施されています。

アンケートは2021年10月27日から12月13日まで約2カ月で行わ
れ、その結果を見ると、感染症ＢＣＰについては策定するめどが
立っていないところが21.5％、約2割ありました。また、2022年3月
末までに策定予定、あるいは策定済みというのが51.9％、半分強
ということになっています。

介護サービス事業者のＢＣＰ策定義務化と
策定にあたってのポイント

ミネルヴァベリタス株式会社 顧問
信州大学　特任教授
　　　　　   本

ほ ん だ

田 茂
し げ き

樹 氏

【聞き手】
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部
リスクマネジメント第四部 医療福祉マーケットグループ
上席コンサルタント　　　　　　　　　田

た な べ
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一方、自然災害ＢＣＰも同じような状況になっていて、まだ策定
するめどが立っていないというところが22.0％、こちらも2割ほど
で、2022年3月末までに策定予定、策定済みという回答が全体の
49.6％、これもおよそ半分となっています。

これらの数字というのはすべての介護サービス事業所を対象
としたものですが、サービス種別で見ると感染症ＢＣＰ、自然災
害ＢＣＰいずれもほぼ同じで、訪問介護、通所介護、通所リハビリ
テーション、このあたりが進んでいない状況です。一方、入所施設
については、比較的できているところが多いですが、それでもおよ
そ6割にとどまっています。

介護の現場は大変忙しいこととは思いますが、経過措置期間
の残りを考えると早めに策定する方向に動いていただきたいと思
います。

 
Q.令和3年度介護報酬改定における施設運営基準改定の

ポイントについて教えて下さい。

介護サービス事業者がなぜＢＣＰを策定する必要があるか
というと、感染症や自然災害が発生した場合であっても必要な
介護サービスが継続的に提供できる体制を構築して欲しいとい
うことが理由としてあります。介護サービス利用者は、その介護
サービスがなくなってしまうと、日々の生活も立ち行かなくなり、
家族にも多大な影響が及んでしまうことが想定されます。そのた
め、必要な介護サービスは、感染症が流行しても、自然災害が発
生しても提供していただきたいということから、すべての介護サー
ビス事業者を対象に、業務継続に向けた計画、つまりＢＣＰの策
定が求められているということです。

今回の改定では、策定だけではなくＢＣＰを組織内で周知して
もらうための研修の実施、さらには実際に行動できるようにする
ため、シミュレーションすなわち訓練の実施が義務づけられてい
ます。

これら、策定、研修そして訓練の3点セットが義務づけられた
というところが、施設運営基準改定のポイントということになり
ます。

繰り返しになりますが、3年間の経過措置がスタートしたのが、
2021年の4月からですので、残り期間は1年あまりというのが現状
です（図１）。

 

Q.ＢＣＰ策定のために参考とするべきものがあれば教えて
下さい。

まず、厚生労働省のホームページには自然災害と感染症、2種
類のガイドラインが示されています。さらに、ＢＣＰ、業務継続計
画と聞いたときに、そもそもいったいどういうものかという介護
サービス事業者の方が依然としておられますので、「ＢＣＰとはこ
ういうものですよ」、ということでひな形も掲載されています。あわ
せて、策定にあたってのヒント、注意項目を入れたひな形の記載
例も掲載されていますのでそちらもぜひ参考にしてください。

ただ、ここで誤解をしていただきたくないことがあります。それ
は、ひな形は示されていますが、すべての介護サービス事業者を
対象に義務化されていることもあり、どの施設にも共通するよう
な大変網羅的な内容になっているということです。それをそのま
ま使うのではなく、自施設の実際の業務内容などに合わせて適宜
取り入れる、また、必要ないという項目があれば削除、ということ
もありえると思います。

今申し上げた厚生労働省のガイドラインを含めた資料類に加
えて、東京都をはじめとして各自治体が、介護サービス事業者向
けに様々な研修や、グループワークなどパッケージ的な仕組みを
提供しています。また事業者団体でも研修や策定を推進する取
り組みを実施しているので、それらを利用していただくといいで
しょう。

また、施設内での研修と訓練も求められているので、実際に研
修や訓練をしてみて、策定したＢＣＰに不足部分や実態にそぐわ
ない内容などがあれば、その気づきを踏まえて、ブラッシュアップ、
見直しをしていただくといいでしょう。

参考資料は豊富にありますが、自施設のＢＣＰは誰も作って 

【図1】令和3年度施設運営基準改定のポイント
（出典：社会保障審議会 介護給付費分科会「令和3年度介護報酬改定におけ
る改定事項について」を基に本田氏作成）
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介護サービス事業者のBCP策定義務化

くれませんので、まずは作り始めることが重要です。厚生労働省
のガイドラインや自治体等の研修などを使ってＢＣＰの全体像
を掴み、できるところから少しずつ手をつけていただければと思
います。

 Q.ＢＣＰと防災の関係性について教えて下さい。

介護サービス自体を止めないためにＢＣＰの中では、平時から
準備・検討しておくべきこと、そして発生時・流行時の対応という
ことの両方が求められています。

図２を見ていただくとおわかりいただけるとおり、ＢＣＰは地
震・水害のような自然災害や新型コロナのような感染症だけでな
く、様々な危機的な事象に備えるものです。そういった不測の事
態が発生した場合も、まず重要な業務を中断させないことが求め
られます。ただし現在懸念されているような、首都直下地震、南海
トラフ巨大地震などが発生した場合はどうしても業務を中断する
こともあるでしょう。そうしたときには、もし中断しても可能な限り
短い時間で復旧させるということが重要になります。

私はよく「2段構え」と言っていますが、まず中断させないように
しておく、中断したときには可能な限り短い時間で復旧させると
いうことです。そのための方針や体制、手順を示したものが、ＢＣ
Ｐであるということをご理解いただければと思います。

これをもう少し分解すると、重要な業務を中断させないために
は、経営資源を守るということが重要です。介護サービス事業所
の経営資源とは何かというと、職員の方々というのが一つ、そし
て、施設の建物や設備、さらには電気・ガス・水道などのライフラ
インです。

どうしても業務が中断してしまった場合に可能な限り短い時間
で復旧させるためには、足りなくなってしまったものをどうやって
代替していくかがポイントになります。

防災は経営資源を守ることですが、守り方は災害などの種類に
よって違います。地震は耐震補強、水害は避難、感染症は感染予
防対策などですが、地震対策を一生懸命やっていても、感染症に
効くというわけではないですし、感染予防をしっかりやっていても
水害には役に立たない、つまり防災ではこの脅威に対してこの対
策をとるという脅威別の対策が重要になります。

一方、ＢＣＰは資源が欠けてしまった場合に、その結果に対して
どうするかということだけに注力します。停電になった場合は自家
発電機を使う、職員が足りない場合は応援を送ってもらうという
ことです。この場合、原因を問わずに結果をどのように処理するか
という考え方になります。

Q.自然災害と感染症の対策の違い、それぞれの考え方のポ
イントについて教えて下さい。

自然災害と感染症のＢＣＰにおける考え方の違いは次頁図3
のとおりで、基本的には被害の対象が一番重要になります。自然
災害はすべての経営資源がダメージを受けますが、感染症の場
合は職員など人への健康被害が主な被害です。ただ、それに加え
て物流の乱れによる物資の不足、特に新型コロナウイルス感染
症まん延時には感染予防用品がなくなってしまうということもあ
りましたので、そういった点も押さえておかなければならないで
しょう。

事業継続方針でいうと、自然災害の場合は発生した時が最低
最悪という状況なので、そこから早期復旧を目指します。一方、感
染症の場合は業務を継続していく際に接触が生じて感染拡大の
懸念が生じるということもありますので、総合的な判断が必要に
なってきます。実際に、国などから外出自粛や業務にも関わる制
限なども出る場合があるので、様々な状況を勘案する必要があり
ます。

被害発生と被害制御の部分は、地震の場合は予兆がなく突発
的、水害の場合は事前の気象情報に基づいて的確な避難行動を
していただくことが重要になります。一方、感染症については、こ
の点が自然災害との大きな違いだと思いますが、発生してからそ
の被害の大きさを完全にではないにしても、一定抑制することが
できます。つまり、感染防止策をしっかりやっているところと、そう
でないところ、発生した後でもゾーニングを的確にできるかどう
かなどで、被害の大きさが変わりうるということをお伝えしておき
たいと思います。

【図2】経営資源を「守る」、そして「代替する」
（出典：内閣府「事業継続ガイドライン」を基に本田氏作成）
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Q.経営資源が不足した場合の補い方について教えて下
さい。

経営資源が不足した際の対策のポイントとしては、まずその対
策方法が具体的であるほど良いということです。人員が不足した
場合は応援を頼みましょう、とＢＣＰに落とし込んであったとして
も、応援はどこの誰に頼むのか決めておかないと実効性がありま
せん。何となく応援を求めるだけに終わり、役に立たないＢＣＰに
なってしまいますので、応援依頼の手順を具体的に整理しておく
ということが重要になります。

また、停電した場合を考えてみても、自家発電装置を使用する
のか、蓄電機のような電池タイプのものを使うのかなど、具体的
に決めておくということが一つ。それからもう一つは、実際に使用
できるということが大変重要です。

図4のとおり、自家発電設備があっても使える職員が複数い
ないと結局使用できないままということもありえます。資源の代
替を考えるときに、ツールや機械を入れてもそれを使えないと
意味がないということです。導入して安心で終わりではなくて、
複数の職員で使用方法を共有して実際に使えるようにしておい
てください。

Q.ＢＣＰで押さえるべき特に重要なポイントについて教えて
下さい。 

被災時や感染症流行時は経営資源が不足しますが、その中で
平時に提供する介護サービスに加えて、被災時、流行時に新たに
発生する業務への対応が必要になります（次頁図5）。そのような
状況では介護サービスのすべてを平時と同様に提供することは
不可能ですので、業務の中でも重要な業務を優先して行う必要
があります。ここで少し付け加えておきますが、介護サービス事業
所でやっている業務の中に重要でないものがあるということでは

【図3】ＢＣＰにおける考え方の違い（自然災害と感染症）
（出典：厚生労働省老健局「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド
ライン」を基に本田氏作成）

【図4】足りない経営資源を補う（例）　　　　　　　　　  　　（本田氏作成）
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ありません。日頃提供しているサービスはもちろんすべて重要な
ことばかりですが、緊急時には、より優先度の高い重要業務に集
中し、優先度の低い業務は切り捨てることもあるということです。
ＢＣＰで何を重要業務とするかは事業所で決めておく必要があり
ます。実際に被災、流行してから相談しようということでは決定に
時間を要することもありえるため、その点はＢＣＰ策定の段階で
しっかりと決めておくと良いと思います。

上記を踏まえたうえで、ＢＣＰで絶対に押さえるべきポイント
は、まず「生き残ることを最優先する」ということです。職員が生き
残れてこそ、介護サービスも継続できます。被災時、感染症流行
時に何人の職員が無事でいられるかが極めて重要ですので、職
場ではもちろん自宅でも、どこにいても生き残ることを最優先して
ください。

もう一点、ＢＣＰを策定するにあたっては「最初から完璧を目
指さなくても大丈夫」ということです。最初からどんな状況にも対
応できる完璧なＢＣＰを作成することはできませんので、「着眼
大局、着手小局」の考え方で、研修などでＢＣＰの概要を理解し
たら、まずはできることから小さくスタートして、見直しによって
水準を向上させていって下さい。研修や訓練を通してPlan-Do-
Check-ActのＰＤＣＡサイクルを回しながら、ＢＣＰを少しずつ良
いものにしていただけたらと思います。

以上

【図5】被災時や流行時は経営資源が足りない　　　　　 　　（本田氏作成）

介護サービス事業者のBCP策定義務化

介
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首都直下地震

要旨
▪2022年5月25日、東京都が約10年ぶりに「首都直下地震等による東京の被害想定」を見直し、公表した。
▪同被害想定は、2013年に中央防災会議が公表した被害想定で用いられた断層モデル等を基に想定震度や津波高を算

出し、近年推進された地震対策を加味したものである。
▪震度や津波高は2013年の中央防災会議と同程度の想定となっている一方、建物被害棟数、死者数は近年の地震対策

により、前回の東京都の想定より少なくなっている。
▪今回の想定見直しを受けて、企業が対応を大幅に変更する必要は無いと考えられる。一方で、定量的に被害想定が悪

化している点(閉じ込めにつながりうるエレベーターの想定台数)や、定性的な記載変更がされた点(帰宅困難者、複合
災害)については確認し、現状を見直すきっかけとしていただきたい。

首都直下地震等による東京の被害想定と
企業が取るべき対策

1 過去被害想定との前提条件の比較

⑴被害想定の変遷

2022年5月25日、東京都が「首都直下地震等による東京の被害
想定」（東京都の新たな被害想定）を公表した。これは、東日本大
震災を踏まえて策定された「首都直下地震等による東京の被害
想定（2012年公表）」および「南海トラフ巨大地震等による東京の
被害想定（2013年公表）」以来、約10年ぶりとなる被害想定の見
直しである。本稿では、これまでの被害想定との違いを明確にし、
それに伴って企業が取るべき地震対策について紹介する。

まずは、2005年以降、中央防災会議と東京都から公表された、
首都直下地震、南海トラフ巨大地震による被害想定について確
認する。次頁表1に両者から公表された被害想定、地震対策に
ついてまとめた。このうち、東京都から2012年4月に公表された
被害想定（以下、「2012年東京都被害想定」）は、中央防災会議 

から2005年に公表された被害想定を基に、2011年に発生した東
日本大震災での経験や、当時の最新の知見を踏まえ、首都直下
地震による被害を想定したものである。また、中央防災会議も東
日本大震災の後、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大
地震・津波」を想定する方針に大きく転換し、首都直下地震の震
源や被害想定について改めて検討した結果を2013年12月に公
表した（以下、「2013年中央防災会議想定」）。そして、今回東京
都が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」（以下、

「2022年東京都被害想定」）は、主に「2013年中央防災会議想
定」で採用された断層モデル等を基に想定震度や津波高を算出
し、近年推進された地震対策を加味して新たに被害を想定した
ものである。

次項からは、被害想定の前提条件となる震源、想定震度、想定
津波高について、「2012年東京都被害想定」、「2013年中央防災会
議想定」、「2022年東京都被害想定」を比較した結果を解説する。

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクコンサルティング本部
リスクマネジメント第一部 リスクエンジニアリング第一グループ
グループ長　　　　　　　　　　　　佐

さ と う

藤 公
ま さ き

紀 （左）

リスクマネジメント第四部 事業継続マネジント第二グループ
コンサルタント   　　　　　　　　　　齋

さ い と う

藤 章
あきら

 （右）
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首都直下地震

⑵震源の比較

まず「2012年東京都被害想定」、「2013年中央防災会議想定」、
「2022年東京都被害想定」において考慮された主な震源を表2
にまとめた。

表2に示すとおり、「2022年東京都被害想定」において防災対
策の対象となっている地震は、「2013年中央防災会議想定」が
ベースとなっている。また、「2022年東京都被害想定」で津波対策
のために選定された南海トラフ巨大地震は、中央防災会議から
2012年に公表された震源の設定を基に津波高等が算出されて
いる。
「2012年東京都被害想定」と「2022年東京都被害想定」の比較

において最も大きな変更点は、防災対策の対象とする地震が、東
京湾北部地震から都心南部直下地震に変更されたことである。

「2013年中央防災会議想定」では、東京湾北部地震の震源域は
大正関東地震タイプの地震の断層すべりによって既に応力が解
放された領域にあると推定されたため、同地震が検討対象から
除外されており、「2022年東京都被害想定」でも同様の判断が踏
襲されたものと考えられる。

⑶想定震度の比較

続いて、想定震度について過去の被害想定と比較する。「2022
年東京都被害想定」におけるプレート内地震（直下型地震）の震
源モデルは「2013年中央防災会議想定」と同一の断層パラメータ
を基本とし、表2に示す「都心南部直下地震」、「都心西部直下地
震」、「都心東部直下地震」に加え、独自に都内西部に「多摩東部
直下地震」および「多摩西部直下地震」が設定されている。

中央防災会議 東京都
2004年12月・2005年2月 首都直下地震の被害想定 －

2005年9月 首都直下地震対策大綱（２0１0年１月修正） －

2006年4月
首都直下地震の地震防災戦略
首都直下地震応急対策活動要領

（２0１0年１月修正）
－

2006年5月 － 首都直下地震による東京の被害想定
2011年3月 東日本大震災
2012年4月 － 首都直下地震等による東京の被害想定
2012年8月・2013年3月 南海トラフ巨大地震の被害想定 －
2013年5月 － 南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定
2013年12月 首都直下地震の被害想定と対策 －
2022年5月 － 首都直下地震等による東京の被害想定

（出典：中央防災会議「過去の首都直下地震対策」、東京都防災ホームページ「地震被害想定」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

2012年東京都被害想定 2013年中央防災会議想定 2022年東京都被害想定

M7クラスの
首都直下地震

•東京湾北部地震
•多摩直下地震
•立川断層帯地震

•都心南部直下地震
•都心東部直下地震
•都心西部直下地震
•立川断層帯地震
※他１5地震を含む計１9地震

•都心南部直下地震
•都心東部直下地震
•都心西部直下地震
•多摩東部直下地震
•多摩西部直下地震
•立川断層帯地震

M8～9クラスの
海溝型地震

•元禄型関東地震 •大正関東地震
•元禄関東地震
•延宝房総沖地震
•房総半島南東沖地震

•大正関東地震
•南海トラフ巨大地震
※津波対策のための想定

最大クラスの
地震・津波 － •相模トラフ沿いの海溝型地震

（津波３ケース、地震動１ケース） －

（出典：東京都「東京都の新たな被害想定について 2012年4月」、中央防災会議「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 2013年12月」、東
京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

【表1】中央防災会議、東京都が公表した被害想定および地震対策の変遷

【表2】各想定における震源の比較  ※赤字は防災・減災対策の対象とされた地震を示す

首
都

直
下

地
震
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図1に「2013年中央防災会議想定（上）」と「2022年東京都被害
想定（下）」における、都心南部直下地震（Mw7.3：モーメントマグ
ニチュード※）の想定震度を示す。表層地盤の揺れやすさを表す
浅部地盤モデル等が異なるため、完全に同一ではないものの、特
に都心部の震度分布はおおむね類似していることが分かる。　
※文末参考情報【気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードの 

比較】参照

次に、大正関東地震（海溝型地震）の想定震度を図2に示す。
「2022年東京都被害想定」の同地震は東京都独自の設定が採
用されており、想定されているモーメントマグニチュードMw8.1は

「2013年中央防災会議想定」のMw8.2より小さい（ただし、津波
の想定では「2013年中央防災会議想定」と同じMw8.2を想定）。
想定震度も「2013年中央防災会議想定」より小さい傾向にある。
なお、参考まで、「2022年東京都被害想定」における多摩東部直
下地震と立川断層帯地震の想定震度を図3に示す。

【図1】都心南部直下地震の想定震度（上：2013年中央防災会議想定、下：2022
年東京都被害想定）

（出典（上）：中央防災会議「首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いの
M8クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波高等に関する報告書 
2013年12月」）

（出典（下）：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」）

【図3】多摩東部直下地震、立川断層帯地震の想定震度
（出典：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」）

【図2】大正関東地震の想定震度（上：2013年中央防災会議想定、下：2022年東
京都被害想定） 

（出典（上）：中央防災会議「首都直下のM7クラスの地震及び相模トラフ沿いの
M8クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波高等に関する報告書 
2013年12月」）

（出典（下）：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」）
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⑷想定津波高の比較

最後に想定津波高について、過去の被害想定と比較する。
「2022年東京都被害想定」では、大正関東地震、南海トラフ巨
大地震による津波高が計算されている。いずれも中央防災会議
の津波断層モデルが用いられており、大正関東地震は2013年
に公表された津波断層モデル（Mw8.2）、南海トラフ巨大地震は
2012年に公表された11ケースの南海トラフの最大クラスの地震
の津波断層モデルのうち、都内において最大津波高が高い五つ
のケース（すべてMw9.1）が採用されている。図4にそれぞれの地
震による各区の最大津波高を示す。「2013年中央防災会議想定」
では、大正関東地震による東京湾内の最大津波高は2m程度とさ
れており、図4の結果と合致する。ただし、同想定では、茨城県、千
葉県、東京都、神奈川県、静岡県を含む広域の想定津波高が示
されており、東京都を対象とした詳細な想定は記載されていない 

ため、東京都内の津波対策を検討する場合は、図4の想定最大津
波高が参考になる。

2 首都直下地震等による東京の被害想定

東京都では、直近10年間で、建物の耐震化、不燃化、および家
具類の転倒防止対策などが推進されており、「2022年東京都被害
想定」ではこれらの対策により表３に示す減災効果が得られたと
されている。前述のとおり、「2012年東京都被害想定」と「2022年
東京都被害想定」では前提となる地震が異なるため単純な比較
はできないものの、地震対策が推進されることによる減災効果は
明らかである。また、東京都によれば、次頁図5に示すとおり、今後
も地震対策の推進により更なる減災効果が期待されている。

【図4】大正関東地震（左）、南海トラフ巨大地震（右）の最大津波高　　　　　（出典：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」） 

（出典：東京都「10年間の主な取組と減災効果 2022年5月」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

過去10年の取り組み 今回被害想定における減災効果

建物の耐震化
特定緊急輸送道路沿道
建築物の耐震化率
住宅の耐震化率

8１.３%→9１.6%
8１.２%→9２.0%

建物全壊棟数
揺れによる死者数

１１万棟→8万棟
5,１00人→３,２00人

建物の不燃化 木造住宅密集地域
不燃領域率

約１6千ha→約8.6千ha
58.4%→64.0%

焼失棟数
火災による死者数

２0万棟→１２万棟
4,１00人→２,500人

自助・共助 家具類転倒防止等実施率
日常備蓄の実施率

5３.6%→57.３%
46.4%→56.３% 家具転倒による死者数 ２60人→２40人

【表3】東京都における地震対策の推進と想定被害の削減

首都直下地震

首
都

直
下

地
震
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3 企業が取るべき地震対策

⑴対策方針

ここまでに記載したとおり、「2022年東京都被害想定」は、前回
の「2012年東京都被害想定」から、対象とする地震の変更や地震
対策の推進による減災効果が示されたものの、被害想定の前提
条件となる想定震度や津波高は「2013年中央防災会議想定」か
ら大きく変更されていない。そのため企業が取るべき地震対策も
大幅に方針転換する必要はないと考える。

一方で、詳細を確認すると、「2012年東京都被害想定」や「2013
年中央防災会議想定」と比較して想定が変更されている事項 

（閉じ込めにつながるエレベーターの停止台数や帰宅困難者数、
複合災害に関する記載）もある。そのため、以下ではこれらの変
更にかかる、企業が取るべき対策を解説する。自社の現状に照ら
し、対策を見直すきっかけとしていただきたい。

⑵エレベーター被害対策

「2022年東京都被害想定」を「2012年東京都被害想定」と比較
すると、閉じ込めにつながりうるエレベーターの停止台数の想定
は約3倍に増加している（次頁表4）。東京都の担当者によると、大
幅に増加した主な理由は、建築基準法令におけるエレベーター
に関する条項の改正(令第16条および138条の2の2 2016年改正
等)により、エレベーターの安全確保に関する基準が高くなった 

【図5】東京都における防災・減災対策による被害軽減　 　 　 　  　  （出典:東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」）
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ことを踏まえ、閉じ込めの発生可能性をより安全サイドに立って
試算した点にあるとのことであった。しかし相当数の閉じ込めが
発生しうる事態に変わりはないだろう。

また、「2022年東京都被害想定」において、閉じ込めの「救出救
助には半日以上の時間が必要となる場合がある」との記載があ
る（第5章 5.10エレベーター被害）。2018年の大阪府北部地震に
おいては346台のエレベーターで発生した閉じ込めの大半（約
87％）が3時間以内に救出されたが、「2022年東京都被害想定」
における閉じ込めにつながりうるエレベーター停止台数はそれ
よりも圧倒的に多いため、このような記載になったものと推察さ
れる。

さて、閉じ込めの救出にかかる時間が半日以上であることは先
に述べたが、揺れにより運転を休止したエレベーターの復旧には

閉じ込めにつながりうる
エレベーター停止台数 【参考】

大阪府北部地震
前回 今回

7,47３台※１ ２２,4２6台※２ ３46台※３

【表4】エレベーター停止台数の前回想定との比較

※1 東京湾北部地震(M7.3、夕方発災）の被害想定　　
※2 都心南部直下地震(M7.3、夕方発災)の被害想定
※3 大阪府北部地震（2018年6月18日7時58分発災、M6.1、最大震度6弱）での

エレベーター閉じ込め実績
（出典:国土交通省「エレベーターの地震対策の取り組みについて」（令和2年7月
14日））

それ以上の時間を要する。大阪府北部地震においては、保守事
業者がすべてのビルを一巡するのに最長4日を要している。首都
直下地震においても、表5のように、エレベーターの復旧に優先
順位があること、また、被害想定に記載はないが「閉じ込めにつな
がらないエレベーター」の停止台数も相当数あることを考慮する
と、特に企業等が業務で利用しているエレベーターの復旧には相
当の時間がかかることが考えられる。

そこでエレベーター停止において企業が取るべき対策はどの
ようなものが挙げられるかを表6にまとめた。「懸念される被害」
に対し、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研が考える「利用者企業の対
応例」を記載したものであり、平時に実施する対策見直しの参考
とされたい。

【表6】エレベーター被害と利用者企業の対応例

【表5】エレベーターの復旧等の優先順位

（出典：国土交通省「エレベーターの地震対策の取り組みについて」（令和2年7月
14日））

（出典：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

首都直下地震

懸念される被害 利用者企業の対応例

従業員が
エレベーターに
閉じ込められる

停電が発生し、エレベーター内の空調が停止し
た場合に、特に夏季では熱中症など健康状態が
悪化する可能性がある

エレベーター内に設置されている防災用品を事前に確認する

【参考】ビル管理業者等の対策
•閉じ込め発生防止対策

地震時管制運転装置の導入
•閉じ込め発生時の健康被害対策

熱中症対策用品を含めた防災用品の設置

救助までに長時間を要した場合、体調不良者が
発生する

従業員が
中高層階に
取り残される

中高層階の従業員は、地上まで降りることが困難
となる

災害対策本部設置場所を中層階以上ではなく、低層階とするよう見直しを
図る

高層階の負傷者の救出・救助作業が困難となる 自社内で負傷者対応ができるように、消防計画等において自衛消防組織
要員を定め、さらに負傷者対応の手順を文書に落とし込み、定期的に訓練
を実施する

エレベーター停止に
よって事業が縮小・停
止する

業務遂行手順にエレベーターの利用が必要不可
欠な事業所において、事業が縮小・停止する
例ⅰ）工場の上階で製造した製品を出荷のため下

階にエレベーターを使って運送
例ⅱ）病院内の厨房でまとめて作った食事を、エレ

ベーターを使って各階病室に配膳

長期間のエレベーター停止を想定した事業継続策や、事前対策を検討し、
事業継続計画(BCP)文書に落とし込む
対策例ⅰ）当該事業所での出荷が難しいことを前提に、代替事業所での代替

生産・出荷の方策を検討
対策例ⅱ）階段等を使用して配膳することを前提に、そのための要員を確保

し、手順等を整理

優先
順位 対応 建物種別

1 閉じ込め救出 閉じ込めが発生した建物
2

運転休止した
エレベーターの復旧

病院等の弱者が利用する建物
3 公共性の高い建物
4 高層住宅（おおむね地上高さ60m以上）
5 一般の建物

首
都

直
下

地
震
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⑶帰宅困難者対策

「2022年東京都被害想定」では「2012年東京都被害想定」 や
「2013年中央防災会議想定」と比較すると、より詳細でわかりや
すいものとなっている。特に図6のとおり、帰宅困難者を取り巻く
様相が時系列で記載されており、電力・通信や飲食・物資等、発
災後の生活のイメージがつくようにまとめられている。

なお、帰宅困難者数は「2012年東京都被害想定」の想定におい
ては約517万人であったのに対し、「2022年東京都被害想定」は
約452万人と減少しているものの、依然として高い水準にある。

帰宅困難者対策推進のため、東京都は帰宅困難者対策条例
（2012年制定）において、災害時の一斉帰宅抑制や連絡手段確
保、全従業員分の水・食料等の備蓄（3日分）等を努力義務として
事業者（企業等）に求めている。

そもそも企業は、従業員等に対する安全配慮義務を果たすた
めそれらの対応が必要であり、帰宅困難者対策条例は、企業に 

おけるこのような安全配慮義務の遂行を期待していることを忘れ
てはならない。特に、次頁図7のように、東京都民による帰宅困難
者対策条例（2012年制定）の認知度が低下しているなか、今回提
示された図6等を活用して、改めて本条例と安全配慮義務との関
係を再認識していただくことを推奨したい。

参考までに、自治体における帰宅困難者対策を紹介する（次頁
表７）。東京都と同様に条例にて一斉帰宅抑制等を求める自治体
もある一方で、ガイドライン提示や啓発対応（チラシ・HP）として
いる自治体もある。いずれも法的拘束力はなく、条例という形式
であっても努力義務として記載されている。そうした自治体等の
状況をふまえ、特に自社拠点のある自治体について確認されるこ
とを推奨する。

【図6】帰宅困難者を取り巻く様相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：東京都「東京都の新たな被害想定 2022年5月」）
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（各自治体HP等を参照しＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

自治体等 題目 公表時期 種別

北海道 札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドライン
（札幌市、都心地域帰宅困難者等対策協議会）

平成３0年３月 ガイドライン

宮城県 帰宅困難者対策の基本は「一斉帰宅行動は控える」ことです（事業所等）（仙台市） ― 啓発（チラシ・HP）
栃木県 栃木県帰宅困難者対策ガイドライン 平成３１年２月 ガイドライン

埼玉県 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で決定された「一斉帰宅抑制の基本方針
（平成２３年１１月）」に従い、事前の備えをするよう呼び掛けている ― 啓発

（チラシ・HP）

千葉県
帰宅困難者・滞留者対策に関する基本的指針

（帰宅困難者等対策連絡協議会）
平成２9年３月 ガイドライン

千葉県防災基本条例 平成２6年4月 条例
東京都 東京都帰宅困難者対策条例 平成２4年 条例
神奈川県 神奈川県地震災害対策推進条例 平成２5年 条例
山梨県 防災・減災に向けた取り組み指針 平成３0年4月 ガイドライン
岐阜県 帰宅困難者対策および企業BCP策定に向けた企業向け啓発リーフレット ― 啓発(チラシ・HP)
静岡県 静岡県地震対策推進条例 平成２8年１0月 条例
愛知県 愛知県帰宅困難者対策実施要領 平成２7年３月 ガイドライン
三重県 三重県防災対策推進条例 令和２年（改正） 条例

(関西広域) 関西広域帰宅困難者対策ガイドライン
（帰宅支援に関する協議会）

令和元年9月 ガイドライン

京都府
帰宅困難者対策～「むやみに移動を開始しない」ことが基本です～ ― 啓発（チラシ・HP）
京都市事業所帰宅困難者対策指針（京都市） ― ガイドライン

大阪府 事業所における「一斉帰宅の抑制」対策ガイドライン 平成３0年9月 ガイドライン

兵庫県
帰宅困難者対策～「むやみに移動を開始しない」ことを基本原則に帰宅困難者対
策に取り組みましょう～ ― 啓発（チラシ・HP）

神戸市帰宅困難者対策基本指針（神戸市） 平成２6年３月 ガイドライン
奈良県 帰宅困難者対策～「むやみに移動を開始しない」ことが基本です～ ― 啓発（チラシ・HP）
広島県 広島県防災対策基本条例 平成２１年３月 条例

福岡県
一斉帰宅の抑制 ― 啓発（チラシ・HP）
北九州市帰宅困難者対策ガイドライン（北九州市） 平成３１年３月 ガイドライン

首都直下地震

【図7】帰宅困難者対策条例の内容認知度の推移
（出典:東京都 帰宅困難者対策に関する検討会議（令和3年度））

【表7】 事業者に対して一斉帰宅の抑制を求める自治体（令和4年3月時点）

首
都

直
下

地
震
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首都直下地震

⑷複合災害対策

複合災害とは、複数の災害に同時あるいは連続して被災する
ことで被害が拡大し、災害対応の困難性が増す災害事象を指
す。「2012年東京都被害想定」と「2013年中央防災会議想定」
の想定では、首都直下地震と「浸水被害」や「土砂災害」の複合
災害について言及されていた。「2022年東京都被害想定」では
これに加え、「火山噴火」「感染症拡大」についても言及されて
いる。

複合災害が発生した場合、首都直下地震だけが発生した場合
と比べて被害対象が拡大し、影響が長期化する。仮に、地震の揺
れによる停電が発生した状況で火山の噴火が発生した場合、降
灰の影響で復旧のスピードが遅くなったり、停電エリアが拡大し
たりすることが考えられる。企業は、複合災害により被害が拡大
し、影響が長期化した場合でも、あらかじめ定めた事業継続戦略
や対策が十分に機能するか、重要事業が目標時間内に復旧可能
か、再度検証することが必要となる。

また、複合災害が発生した場合、首都直下地震だけが発生し
た場合と比べて、事態の深刻度や対応すべき事項が変化する。地
震発生から時間が経過するほど直接的な被害による人命リスク

（災害関連死を除く）深刻度は軽減していくのが通常であるが、
後から感染症が発生した場合、このリスクの深刻度は感染症の
まん延状況によって変化することになる。地震自体への対応に加
え、感染拡大防止対策や、社会に対する感染拡大防止等レピュ
テーションに配慮した復旧対応が必要とされる。

企業としては、事態の深刻度や対応事項の変化を予測して、対
応手順等を追加整理することが望ましいが、複合のタイミングに
より手順も変わり、どのような複合のパターンが発生するか完璧
に予測するのは困難である。複合のパターンに応じて臨機応変に
対応するためには、各ハザードの対応手順をしっかりと整理して
いることと、緊急時に情報収集がしっかりとできる点がポイント
になると考える。

 

4 まとめ

本稿では、2022年5月に公表された東京都の首都直下地震等
による被害想定と、過去公表された被害想定である「2012年東京
都被害想定」や「2013年中央防災会議想定」を比較し、企業が取
るべき地震対策について解説した。

企業においては対応を大幅に方針転換する必要はないが、留
意すべき点として解説した「エレベーター被害対策」「帰宅困難
者対策」「複合災害対策」について、自社の対応を見直すきっか
けとしていただきたい。特に「帰宅困難者対策」については、事業
規模や業種にかかわらず、すべての企業が実行すべき事項であ
る。また、「複合災害対策」は近年の災害激甚化・頻発化やリスク 

※参考情報
地震の規模を表すマグニチュードには種類がある。気象庁が発

表する気象庁マグニチュードは、地震計で観測される波の振幅か
ら計算される。一方、モーメントマグニチュードは岩盤のずれの規
模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）を基にして
計算される。

下表に示すとおり、大きな地震（日本で発生した地震では東北
地方太平洋沖地震（Mw9.0））の場合、気象庁マグニチュードの精
度に限界があるためモーメントマグニチュードを用いて地震の規
模が表されている。

 

長所 短所

気象庁
マグニチュード

•計算時間が短い
•規模の小さい地震に対

しても有効である

•規模の大きい地震では
地盤のずれの規模を正
確に表せない

モーメント
マグニチュード

•物理的な意味が明確で
ある

•規模の大きい地震に対
しても有効である

•高性能な地震計のデー
タを使った複雑な計算
が必要であり、地震発
生直後に公表できない

•規模の小さい地震で精
度よく計算するのが困
難である

【気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュードの比較】

多様化に備え、今後さらなる対応強化が求められるため、現状に
応じた取り組みの推進が望まれる。

以上
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要旨
▪蓄電池・バッテリーは電化社会のエネルギー貯蔵手段であり、2050年カーボンニュートラル実現のカギとなる技術のひ

とつである。電池も多種多様であるが、蓄電池のなかで、最も利用されているのが、高電圧が得られることやメモリー
効果や自己放電が少ないという利点があるリチウムイオン電池である。

▪現在、主流となっている液系リチウムイオン電池には様々な課題があり、いずれも一朝一夕には解決できない課題で
はあるものの、①次世代電池、②バリューチェーン改革、③充電体制、④劣化診断、⑤モータシステムといった対応策が
講じられつつある。

▪そうしたなか、異彩を放っているのが、「単なるEVメーカーではない。エネルギーとモビリティのサービスを総合的に提
供する企業だ」と日ごろ強調しているイーロン・マスク氏が率いるテスラである。同社は蓄電池産業にも乗り出してお
り、「メガパック」や「パワーウォール」を世に出している。

▪テスラは内製化を通じ、蓄電池領域についても、多大な影響力を持つことも考えられる。わが国企業も、手を拱
こまね

いてい
る訳にはいかない。

蓄電池・バッテリーの
現状および今後

基礎研究レポート

 蓄電池・バッテリーの意義1

⑴カーボンニュートラル実現のカギ

蓄電池は電化社会のエネルギー貯蔵手段であり、2050年
カーボンニュートラル（CN; Carbon Neutral）実現のカギとな
る技術のひとつといえる。

自動車利用段階のCO2排出量はグローバル、国内ともに、
CO2排出量全体の16％を占める。そうしたなか、自動車をはじ
めとしたモビリティの電動化において、バッテリーは最重要技
術である。また、再生可能エネルギーの主力電源化のため、電
力の需給調整に活用する蓄電池の配備が不可欠であり、EV
も動く蓄電池として系統に接続（V2G, Vehicle to Grid）、調
整力や非常用電源としても活用できる。さらに、5G通信基地局
やデータセンターなどの重要施設におけるバックアップ電源、 

各種IT機器にも用いられ、デジタル社会の基盤を支える重要な
インフラ要素のひとつとなっている（図１）。

MS&ADインターリスク総研株式会社
基礎研究部 基礎研究グループ
マネジャー上席研究員　　　　遠

え ん ど う

藤 真
まこと

【図１】蓄電池利用の将来像
（出典: 経済産業省「『次世代蓄電池・次世代モータの開発』プロジェクトに関
する研究開発・社会実装の方向性」）

基
礎

研
究

レ
ポ

ー
ト
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⑵電池の種類

一口に電池といっても多種多様であり、多岐にわたる（図２）。
このなかで、充電式電池（2次電池）は電池内部の電気を使い果
たしても充電すれば繰り返し使える電池をいい、化学反応が終
わって放電ができなくなった後、充電池に対して放電時とは逆の
電気を流すことで内部が放電とは逆の化学反応を起こし、放電
前の状態に戻せるようになっている（これが「蓄電池」である）。

蓄電池のなかで、最も利用されているのがリチウムイオン電池
（LiB）で、高電圧が得られることやメモリー効果や自己放電が
少ないという利点がある。

⑶LiBの課題

蓄電池は、現在、LiBの一種である液系LiB注1）が主流である
が、以下のような課題がある。

①安全対策
容量以上に充電する「過充電」や、容量以上に電気を発する

「過放電」によって、高発熱や発火、さらには爆発といった危険
性があり、近年も火災事故が続いている。

②価格
電池コストは低下傾向であるものの 、液系LiBを搭載す

るEV販売価格はガソリン車の1.5倍程度であるが、それに
占めるバッテリーのコストは約1/3となるなど、現時点では
高価であり、定置用の普及といった観点でも一層の低減が
求められる。

③充電時間
EV用バッテリーの場合、急速充電器でも、0％から100％に充

電するまでに30～60分程度を要している。

④エネルギー密度不足
液系LiBを搭載するEVがガソリン車並みの走行距離を達成

するには、エネルギー密度を一層向上する必要がある。

⑤経年劣化（容量・出力低下）
使用条件によっても異なるが、500回ほどの充放電を繰り返

すと劣化がかなり進むことから、社会インフラとして活用するに
は長寿命化も必要である。

⑥バッテリーメタルのサプライチェーン
別の視点からは、LiBの原材料であるリチウム、コバルト、ニッ

ケルなどのバッテリーメタルは資源の埋蔵・生産・精錬いずれも
特定国への偏在傾向がある。CN社会のエネルギー基盤を特定
国にのみ依存することなく、イノベーション・雇用の種として生
産基盤を維持することも必要となる。

課題への対応策2

現在において主流となっている液系LiBには様々な課題があ
るところ、いずれも一朝一夕には解決できないものの、表１のと
おり、対応策が講じられつつある。

【図２】電池の種類
（出典: EDN JAPAN「知っておきたい 電池の仕組み」から筆者編集）

解決の方向性
液系LiBの課題

安全対策 価格 充電時間 エネルギー密度 経年劣化 バッテリーメタルの
サプライチェーン

(1) 次世代蓄電池 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
(2) バリューチェーン改革 △ ◎
(3) 充電体制 ○ △ △
(4) 劣化診断 ○ ○ ◎
(5) モータシステム ○ ○

【表１】LiBの課題と解決策との関係性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡例；◎きわめて有効　○有効　△有効となり得る

（MS＆ADインターリスク総研作成）
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⑴次世代電池

現在は主流となっている液系LiBは前章のような課題がある
ことから、今後、「全固体電池注2）」などの次世代蓄電池へと進化
すると思われる（図3）。

いまのところ、蓄電池技術はわが国が優位であるものの、ビ
ジネス面でも優位に立つ中国に技術でも猛追されている。高性
能蓄電池の実現に向けては、材料、組み合わせ、生産技術など
の革新が課題である注3）。

⑵バリューチェーン改革

EV市場で世界の過半、車載電池の製造で世界の7割を握る、
EV大国となった中国は充電インフラの整備と革新、使用済み
電池の循環社会の構築による独自のエコシステムで世界のデ
ファクト・スタンダードを作り始めている。一足早くEV社会に
到達した中国では、2025年にはわが国の40倍以上も使用済み
電池が発生する。残容量8割超の使用に耐えうるEV電池が、
EV700万台分を超えるとの試算もある。これに目を付け、わが国
でも、2019年、EV路線バスなどの電池を回収するベンチャー企
業に出資、回収した電池を使い太陽光発電の蓄電装置に活用
する実証実験を始めている。

⑶充電体制

米国には2021年2月時点で約10万基の充電器、4ヶ所の充電
ステーションが設置されている。一方、わが国の急速充電規格

「CHAdeMO（チャデモ）」は同5月時点で国内に約8,000基、米
国の10万基にもCHAdeMO規格の7,000基が含まれるが彼我
の差は大きい。中国はさらに進んでおり、2020年時点で急速充
電器が約21.5万基、普通充電器も含めると2021年11月時点で
約238万基に達する（中国電気自動車基礎充電連盟の発表）。

日本国内の自動車会社は、2025年までに国内の販売店の 

うち500店舗に急速充電器を整備すると発表したが、テスラは
すでに世界に3万基ある充電器を向こう2年で3倍にする。この
整備には、米国政府の75億ドルの「EVインフラの資金提供プロ
グラム」が活用される。

欧州でも、民間投資の動きが活発である。フォルクスワーゲ
ン、BMW、ダイムラー、フォード・モーターらが2017年に設立し
た急速充電サービスである「IONITY（アイオニティ）」は米資産
運用大手社とともに7億ユーロを投じて2025年までに欧州で
5,500基の急速充電器を整備する。

わが国のCHAdeMO規格は電力会社主導で作られたため、
クルマから家への給電(VtoH、V2H)ができる。災害にも強いこ
の特徴と高い安全性を武器に、中国の業界団体と共同で900kw
の出力に耐えられる高出力充電規格「ChaoJi（チャオジ）」の開
発を進めている。操業以来事故のない安全性や災害などに備
え、VtoXないしV2X（EVから電力を戻す）技術を市販している
のはCHAdeMOだけ、といった点が中国側に評価されたようで
ある。以下、国内での充電施設関連事業を二つ紹介したい。

①横浜市のスタートアップ企業
EVを販売したい、または、購入したいのに、購入希望者のマ

ンションに充電施設がない。こうした悩みに対し、充電器の導
入から料金徴収まで一貫したサービスを提供する会社が登
場している。この会社の創業は2018年3月であるが、これまでに

「首都圏を中心にマンションなど150棟で導入実績があり、市
場シェアは8割」という。

導入の手順は以下のとおり、①マンションの充電施設希望者
から連絡があると、同社は現地を視察して、設置プランや費用
見積りを出す。その後、②同社はマンションの管理会社を通じ
て管理組合の理事会に充電器の導入を提案する。③理事会で
承認されれば、設置工事に入る。駐車場の構造にもよるが、④
通常、工事は数日で完了する。平置き、機械式の両方の駐車ス
ペースに対応している。

導入費用は充電器1台で約150万円だが、国から100万円の
補助金が出るため、実質的には50万円程度の負担で済む。補助
金の申請も同社が代行する。2台目以降は1個3,500円の充電器
を増設するだけで済む。

EVの利用者はスマートフォンに同社のアプリをダウンロー
ドし、充電器を予約する。指定の時間にEVに充電プラグを差
込むと、充電が始まる。充電が完了すると、スマホに通知が来
る。利用者はクレジットカードで料金を決済、利用料金は同社
の手数料を差引いたのち、管理会社に振り込まれるという仕
組みである。

②大阪市の企業
この会社は、全国の道の駅、商業施設、自治体などの急速

充電施設向けに利用者の認証・課金システムを提供してい
るところ、2022年4月からマンション向けの充電器ビジネスに 

【図３】蓄電池の進化
（出典: 経済産業省「『次世代蓄電池・次世代モータの開発』プロジェクトに関
する研究開発・社会実装の方向性」）
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参入している。同社の認証・課金システムは、スマホでアプリを
ダウンロードすると全国数千の急速充電器を使用できるが、こ
れをマンション向けに転用する。

自動車メーカーが提供する充電カードは月額3,000～5,000
円程度のコストがかかる場合が多いのに対し、同社のサービス
は会員登録料、月会費が無料であることが特徴である。年に数
回しか遠出をしないドライバーは普段、自宅で充電し、遠出の
際は同社の認証システムを使えば、EVのランニングコストを抑
えることができる。同社では、マンションへの充電器の導入費用
は上記①の企業と同程度を予定している。

⑷劣化診断

一般的な蓄電池点検では、①外観点検、②浮動電圧測定、③
比重測定、④内部抵抗測定が行われるが、こうした点検では現
状の蓄電池の実力に相当する「実容量」については把握できな
い。そのため、容量が100Ahの蓄電池でも、停電時に10Aで10
時間持たない事例が多数発生している。この主な原因として、
浮動電圧測定は、充電器側の電圧をセル注4）毎に分けて測定し
ているにすぎず、また、内部抵抗測定では、交流高周波電源によ
る測定のため、放電時の実抵抗値を正確に測定できていない
などが考えられる（表２）。

以上のことから一般的な蓄電池点検では、実容量が低下し
たセルを特定することができないため、ほとんどの蓄電池が 

十分に使える状態であるにもかかわらず、定期的に全セル交換
を実施しているのが実状である。

一方、「実容量」を評価する手法としては、10時間率実容量試
験があるが、個別にセルを取り外し10時間の放電試験をするた
め、設備停止が必要となり、セルの運搬・長時間施工･抜取試
験(全セル試験は莫大な費用と時間がかかるため)による信頼
性低下など、実施するには課題がある。

こうした課題を解決すべく、大手印刷会社と神戸大学発の
スタートアップ企業、大手損保グループと早稲田大学発のベン
チャー企業、大手自動車会社・大手電機会社連合と東京大学
など、産学連携による実証事業が進んでいる。

⑸モータシステム

モビリティは、必ずしも自動車によるものとはかぎらない。航
空機分野ではSAF（Sustainable aviation fuel、持続可能な
航空燃料）に活路を見出す動きがある一方で、蓄電池を動力源
とする方向での可能性も探っている。しかしながら、蓄電池は
重量がかさむという問題があるため、その軽量化を進めるとと
もに、モータシステムの性能向上によって消費電力を低減させ
る必要がある。事業者としては、価格低減を達成することによっ
てEVを中心としたモビリティ分野における市場を獲得し、資源
リスク回避を実現することで高品質なモータシステムの安定供
給を目指すことが求められる（図４）。

 

項番 手法 内容 課題
① 外観点検 変形・変色・亀裂・液漏れなどでの外観確認 極板、セパレーター、接続部などの内部状態は不明
② 浮動電圧測定 充電器出力電圧の各セル分担電圧測定 蓄電池各セルの起電力は不明

③ 比重測定 希硫酸の上澄みの比重を測定
※上下で比重（電解液濃度）が異なる 下部の電解液濃度不明、起電力も不明注5）

④ 内部抵抗測定 交流高周波電源（0.15A）による抵抗測定 放電時ないし負荷電流発生時の実抵抗は不明

【表２】一般的な蓄電池点検の課題

（MS＆ADインターリスク総研作成）

【図４】モータ産業発展の好循環のイメージ
（出典: 経済産業省「『次世代蓄電池・次世代モータの開発』プロジェクトに関する研究開発・社会実装の方向性」）
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テスラの深謀遠慮3

⑴総合サービス企業

テスラの株価は、2020年7月に時価総額でトヨタ自動車を抜
いた後も上昇を続け、2021年10月には時価総額で1兆ドルを超
えた。イーロン・マスクCEOは保有するテスラの株価上昇で自
己資産額が約3,000億ドルに膨らみ、一時はAmazon創業者の
ジェフ・ベゾスを抜いて世界一の富豪となった。

テスラの勢いを理解するカギは、マスク氏が日ごろ強調し
ている「テスラは単なるEVメーカーではない。エネルギーと
モビリティのサービスを総合的に提供する企業だ」という言
葉だろう。

⑵内製主義

脱炭素の時代には、CO2削減努力が企業価値に直接反映し
てくる。また、携帯電話がスマートフォンに変わったように、EV
時代は自動車が様々なモビリティサービスを提供する「端末」
となる。まさに、テスラは脱炭素・DX時代の「アイコン（象徴）」
といえる。マスク氏が現在所有する企業は「テスラ」、宇宙開発
企業「スペースX」のほか、脳科学分野の「ニューラリンク」、人
工知能（AI）分野の「オープンAI」、トンネル掘削分野の「ボーリ
ング」といったスタートアップ企業がある。テスラは2016年に米
国再生可能エネルギー大手「ソーラーシティー」を買収、現在、
太陽光パネルやソーラーループ事業も手掛けている。2017年に
はペイパルから「X.com」の権利を買い戻している。つまり、再
生可能エネルギーによる発電、それを使った家庭内の蓄電シス
テム、EV、AI、ロケット工学から得られた素材工学、さらには、
トンネルシステムなど独自の技術を用いた未来の都市構想ま
で、すべて自社で行っている。テスラは、2019年からスーパーコン
ピュータ「Dojo」の開発を始め、現在、「富岳」の8割程度の演算
能力を有するとされる。これをテスラは自動運転のためのトレー
ニングに利用しているが、将来はヒト型ロボットの開発も目論
んでいる。

テスラが他の自動車メーカーと比較して利益率が高いとい
われる理由は、広告宣伝費を一切使わず、ディーラー網を持た
ず、消費者へ直販するという点で経費を大幅に削減している
点が挙げられる。サービス、メンテナンスは一部を除いて外注
しているものの、不具合が起きたときは自宅まで点検に来てく
れるなど、今のところユーザーの満足度は高い。また、EVの特
性を生かして多くのサービスをサブスクリプションで行ってお
り、自動運転ソフトウェアも月額99ドルまたは199ドルで利用
できる。

テスラでは、自動車のハードウェアだけでなくOSをはじめソ
フトも自社製である。他の自動車大手は社内エンターテイメン

トやコミュニケーションシステムにグーグル、アップル、マイクロ
ソフトなどのOSを搭載するのが普通で、すべて自社で賄ってい
る企業は数少ない。しかし、テスラでは、自動車組み立てのため
の製造機も多くが自社製である。それによって、テスラが「ギガ
プレス」と呼ぶ、従来の自動車業界にはなかったボディの一体
成形 を「モデルY」で実現している。工程が少ない分、コストも
軽減される。そこには、スペースXで得られた宇宙船のための素
材や成形技術が生かされている。こうした技術を組み合わせて
製造されるテスラ車は、業界では「価格と比較して高性能」との
評価が多い。たとえば、同社のラインアップのなかで最廉価版で
あるモデル3でも、0～100km加速は3.3秒と高級スポーツカー
並みである。バッテリーの内製化も宣言、バッテリーリサイクル
システムを公開し、使用済みバッテリーも独自で利用する計画
であり、2016年からの研究による技術を基に廃バッテリーから
素材の92％を回収するという。

テスラ・モデルYは、米国最大の新車マーケット、カリフォルニ
ア州で売り上げを大きく伸ばしている。カリフォルニア州新車
ディーラー協会が2022年5月に発表した同年第1四半期におけ
る州全体の販売台数は42万5,216台で、前年同期比13.8％のダ
ウンだった。そんな逆風もものともせず、テスラは前年同期比で
83.7％の販売増を達成している。車名別販売台数でナンバーワ
ンは、テスラ・モデルYであり、2万182台を販売し、2位のテスラ・
モデル3（2万1,506台）とは約300台差、つまり、市場を牽引する
龍虎のようなリーダーを抱えている。

⑶蓄電池事業

①メガパック
2021年8月19日、テスラモーターズジャパンは北海道千歳市

に建設予定の蓄電池発電所「北海道・千歳バッテリーパワー
パーク」に「メガパック」（次頁図5）を導入することを発表し
た。システム規模は出力1523.8kW、蓄電容量6095.2kWh（約
6MWh）、早期の運用開始を目指している。
「メガパック」は、筐体（きょうたい）内に蓄電池、パワーコン

ディショナー、温度管理システム、制御機構などをオールイン
ワンで搭載しているため、現地での施工が比較的簡単になり、
コストを下げることができる。また、ハードウェアだけでなく、
システム設計や試運転、カスタマーサービス、ソフトウェアま
で、すべてをセットで提供するため、スムーズに導入ができると
している。

テスラモーターズジャパンは今後、再生可能エネルギー拡大
のための電力卸市場、需給調整市場がわが国で広がる見通し
であることから、「メガパック」を使った蓄電池発電所の展開を
加速していく方針である。
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②パワーウォール
「パワーウォール」（図6）は、家庭用蓄電池およびエネル

ギーコントロールシステムである。わが国では2020年ごろより
設置が始まっているが、テスラ車と同じ電池を採用しており、
13.5kWhの大容量、かつ、全負荷型で停電時も強力にバック
アップするほか、節約を最大化するモードを搭載している。 
すなわち、①「Time Based Controlモード」において、時間帯
別の買電単価を入力することで、自動で節約を最大化する。時
間帯別契約のメニューが多くの電力会社で用意されていると
ころ、その時間帯と電気単価を「高・中・低」個々で入力、パワー
ウォール側で安い電気単価での運用を自動で行う。また、②「自
家発電（セルフパワー）モード」では、太陽光発電での余剰電力
をパワーウォールへ充電して、そのクリーン電力をできるかぎり
自家消費する。さらに、③「バックアップモード」で、災害に備え
て常に満充電状態で待機する。加えて、台風や大雨などで停電
リスクが高まったときに、パワーウォール側で100％まで充電す
る機能「ストームウォッチモード」もある。なお、パワーウォール
はインターネット環境が必須であり、無料でのアップデートを
行う。

一方で、施工店が少ないうえ、JET（Japan Electrical 
Safety & Environment Technology Laboratories） 
認証注6）未取得、SII補助金対象外など、需要にわが国のインフ
ラや制度が追いついていないとの指摘もある。

⑷EVトラックへの進出

2023年以降の注目ポイントは、EVのトラック、すなわち、「サ
イバートラック」（図7）の販売が始まることだろう。米国で1年
間に売れる車の過半数がピックアップトラックや大型SUV（ス
ポーツタイプ多目的車）を含むライトトラックと呼ばれる車種で
ある。2020年に人気だったピックアップをみると、フォード・モー
ター「Ｆシリーズ」が78万台、シボレー「シルバラード」が58万台
も売れた。他方、乗用車でトップのトヨタ「カムリ」は29万台にと
どまった。

このような中、テスラがサイバートラックの発売を発表して以
来、現在までの予約台数は125万台に到達、これがすべて売れ
た場合、売り上げは80億ドルとも試算される。もちろん、予約数
と実際の販売台数は同じにならないが、2023年以降、とくに米
国ではサイバートラックがテスラの新たな「ドル箱」となる可能
性が高い。サイバートラックの荷台に組立てられるキャンピング
カーキットを作るスタートアップ企業がクラウドファンディング
で4億円以上を集めるなど、発売前からかなりの注目を集めて
おり、サイバートラックがヒット商品になることはほぼ間違いな
いだろう。

コンパクトカーからピックアップまでラインアップを拡充した
テスラは、2021年の販売台数が目標である75万台をはるかに上
回る93万6,000台、サイバートラックが加わると生産台数は200
万台に届く可能性もある。

 

テスラから見えてくるもの4

テスラは、電池技術について、これまでエネルギー密度が低く
て使えないとされてきたLFP電池注7）をCATL注8）と共同で開発
し、LiBと遜色ない性能にした、という貢献をしてきた。EVは内
燃機関を搭載する従来型の自動車と比して構造が簡易である
ことなどからスケールメリットが大きいため、将来は数社のメー
カーが年間に2,000万～2,500万台のEVを製造する時代が到
来、その1社がテスラとなる可能性は高い。

【図５】メガパック　　　　　　 （出典：テスラジャパン合同会社ホームページ）

【図６】パワーウォール　　   　 （出典：テスラジャパン合同会社ホームページ）

【図７】テスラの「サイバートラック」　　　　　　　　　　（出典：参考文献6））
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注）

1）内部に電解液が用いられたLiB、将来的に有望視されている「全固体電池」な
どと対を成す

2）液系LiBと異なって電解液がなく、固体電解質が正極と負極の間のセパレー
ターの役割を果たす電池をいう

3）このほか、蓄電容量を念頭に置くと、バッテリーよりもはるかに大きい規
模の貯蔵が可能になる水素も注目される。バッテリーの蓄電容量が最大
10MWhであるのに対して、水素では容量が1TWhと圧倒的であるうえに寿
命も長い。さらに、利用者は、合成メタン、液体、燃料電池など、様々な形で
還元できる。従来、水素はエネルギー効率が悪いうえにコストも高いという
点で否定的な見解があった。しかし、技術の発達もあって、数年前には48％
程度であったエネルギー効率は、現在、65％まで上昇している。また、水素コ
ストもここ数年、年間12％ずつ下落しており、20３0年には水素エネルギーと
電力価格はほぼ同等になるとの見方もある。しかし、水素普及のためには、
政府によるインセンティブが必要であろう

4）バッテリーを構成する個々の電池の事を指し、単電池とも呼ばれる
5）電極が正常であれば比重と起電力は比例するが、異常ならば比例しない
6）電気製品の安全性などを検査し、認証を行っている機関であり、正式名称は

「一般財団法人 電気安全環境研究所」で、様々な製品の安全検査と認証を
行っているところ、この一部として太陽電池モジュールの認証（JET PVm認
証）を行っている

7）リン酸鉄リチウムイオン電池、正極側にリチウム(Li)・鉄(Fe)・リン(P)を材料と
して利用したリチウムイオン二次電池の一種

8）中国にある、世界最大手の電気自動車用の電池メーカー

参考文献・資料等（本文掲載以外）

1）経済産業省製造産業局（2021年）
「次世代蓄電池・次世代モータの開発」プロジェクトに関する研究
開発・社会実装の方向性
＜https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_
innovation/industrial_restructuring/pdf/003_02_00.pdf＞

（最終アクセス2022年11月25日）
2）経済産業省蓄電池産業戦略検討官民協議会（2021年）「蓄電池産

業の現状と課題について」
＜https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/
joho/conference/battery_strategy/0001/03.pdf＞（最終ア
クセス2022年11月25日）

3）週刊エコノミスト(2022年1月18日号)「EV＆電池 異次元の加速」
4）週刊エコノミスト（2022年8月2日号）「巨大な蓄電容量実現した米

国」
5）東京電設サービスHP「蓄電池の劣化診断技術」

＜https://www.tdsnet.co.jp/technical/storage-battery-
deterioration-diagnosis-technology/＞（最終アクセス2022年
11月25日）

6）日経産業新聞(2021年12月18日)「テスラ、新型EV『量産23年に』
ファンつなぎ留め腐心」

7）EDN JAPAN（2012年）「知っておきたい 電池の仕組み」
＜https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/1205/17/
news031.html＞（最終アクセス2022年11月25日）

8）EVsmartブログ（2022年）「テスラが北海道に日本初の『蓄電池発
電所」開設を発表〜再エネ導入拡大を加速」
＜https://blog.evsmart.net/tesla/tesla-megapack-first-
installation-in-japan/＞（最終アクセス2022年11月25日）

9）テスラの大型蓄電池「Megapack」を採用、ミツウロコが北海道に
「蓄電所」を建設
＜https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/2202/16/
news092.html＞（最終アクセス2022年11月25日）

テスラにも課題がある。受注に生産体制が追いついていない
ため納車が遅れ、その間にライバルが売上げを伸ばす可能性
がある。また、マスク氏のワンマン体制に対し、どのようなコーポ
レートガバナンスを効かせるかどうか不透明である。一方で、世
界は脱炭素社会に向けて動いており、EVだけでなく、ソーラー
発電、バッテリーパーク、パワーウォールの売上げも同時に延び
る可能性がある。

マイクロソフトもアップルもOSなどのソフトウェア技術をコ
ア・コンピタンスとして、インテルやPCメーカーなどと提携して
成長してきた。これに対して、テスラは内製化を原則として自社
内にノウハウを蓄積、業容を拡張してきている。いずれの戦略が
正解と決めつけることはできない。しかし、テスラは内製化を通
じ、電化社会のエネルギー貯蔵手段であり、2050年CN実現の
カギとなる技術のひとつとなる蓄電池領域についても、多大な
影響力を持つようになることも考えられる。

わが国企業も、手を拱
こまね

いている訳ではないだろう。とりわけ、
国内最大手の自動車会社は2021年12月、全世界で販売するEV
を2030年に350万台と、これまでの目標からほぼ倍増させる計
画を公表しており、テスラに伍するべく、蓄電池ないし電力ビジ
ネスに参入する可能性は大いにあるだろう。

以上
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自動車事故

●観光バス横転、乗客1人死亡35人ケガ　ー静岡
10月13日午前11時50分ごろ、静岡県小山町須走の県道で「バスが転

落した」と、バスの外に出た運転手から110番があった。バスは旅行会社
（東京都新宿区）主催の観光ツアー中で、30～90代の乗客34人（男性6

人、女性28人）と運転手、40代の女性添乗員1人の計36人が乗っており、
乗客の女性（74）の死亡が確認された。

静岡県警によると、残る35人もケガをし、うち女性3人が重傷を負っ
た。バスは道路左側の斜面に乗り上げた後、右の側面を下に横転。死亡
した女性はバス右側の席に座っていたといい、県警は死因や事故原因
を調べる。

県警は自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）容疑で、バス運行会社
（埼玉県飯能市）の運転手（26）を現行犯逮捕。「事故を起こしたことは

間違いない」と供述しており、県警は過失運転致死傷容疑に切り替えて
捜査する。

旅行会社とバス運行会社は13日午後、記者会見を開き、事故について
謝罪。バスが下り坂を走行中、ブレーキが作動しなくなったと明らかに
した。

現場は、富士山の須走口5合目から御殿場市方面に向かう県道足柄
停車場富士公園線（ふじあざみライン）の片側1車線の下り坂で、近くに
馬返しバス停がある。両社によると、運転手は乗務員歴が1年3カ月で、
事故歴はなかった。バスは13日午前7時半に西武新宿線の狭山市駅か
ら乗客を乗せ、現地に向かった。

国土交通省関東運輸局は同日夕方、バス運行会社に道路運送法に基
づく特別監査を実施した。車両管理や従業員の労働時間、健康状況に
法令違反がないか調べる。また同省は、事業用自動車事故調査委員会
に調査を要請した。

県警は11月2日、本件事故の原因について、フットブレーキの多用でブ
レーキの利きが悪くなる「フェード現象」が考えられると発表した。発表
時点で車体に不具合は見つかっていない。

 

業務遂行上の事故

●通園バスの3歳女児死亡 車内5時間放置　ー静岡
9月5日午後2時10分ごろ、静岡県牧之原市の認定こども園の通園バス

内で、同園に通う女児（3）が意識を失っているのを職員が見つけた。女
児は病院に搬送されたが、約1時間半後に死亡が確認された。静岡県警
は約5時間にわたり車内に放置され、熱中症になった可能性もあるとみ
て、業務上過失致死容疑も視野に詳しい経緯を調べている。

県警牧之原署によると、同女児を含む6人の園児を乗せた通園バス
は、5日午前8時50分ごろ園に到着。午後2時10分ごろ、園児を送るために
職員がバスに乗り込んだ際、車内で発見したという。

バスは70代の男性理事長が運転し、派遣職員の70代女性も同乗してい
た。園児を降車させた後、バスを近くの駐車場に移動させたとしている。

静岡市消防局によると、同2時15分ごろ園から「意識がなく、呼吸もな
いようだ」と119番があった。駆け付けた救急隊員が身体を触ったとこ
ろ、体温が非常に高かったという。

気象庁によると、同園のある牧之原市の5日の最高気温は30.5度
だった。

●通信会社に108億円賠償命令　インフラ更新遅延で　ー東京地裁
運送会社グループの通信インフラ更新が期日までに終わらず損害を

受けたとして、グループの子会社が発注先の通信会社とシステム開発会
社に約161億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9月9日、東京地裁で
あった。裁判長は通信会社に約108億円の賠償を命じた。

判決などによると、運送会社グループの子会社は、2013年、グループ
共通の通信インフラ更新のため、通信会社に調達・保守を、システム開
発会社に進行管理を発注したが、期日の15年3月末までに更新を完了で
きなかった。

裁判長は「通信会社が回線工事要員を十分確保できなかったことが
主要原因の一つ」と指摘。遅延で被った損害を約155億円と認定したが、
原告にも要因があったとして、過失割合の3割を差し引いた。システム開
発会社に対する賠償請求は退けた。

一方、通信会社が遅延による追加業務の報酬約240億円の支払いを
求めた訴訟では、一部を認め、運送グループ子会社に約19億円の支払
いを命じた。

 

施設・設備等の安全

●ソウル将棋倒し　死者154人に　日本人女性2人犠牲　ハロウィーン
若者密集　ー韓国・ソウル
韓国ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）でハロウィーン前の10月29

日夜に群衆が将棋倒しになる事故が発生、ソウルの消防当局は30日、死
者が154人、負傷者が132人に上ったと発表した。日本政府などによると、
日本人女性2人の死亡が確認された。

2人のうち1人は、北海道根室市出身でソウルに留学中だった女性
（26）とみられる。家族によると、30日夕、日本の外務省から連絡があっ
た。もう1人もソウルに留学している10代だという。

死者の内訳は男性が56人、女性が98人。年代別では20歳代が103人と
最も多い。救助された時点で既に心肺停止状態だった人が多数いた。
当局によると、外国人の犠牲者は26人で、日本のほか、イランや中国、ロ
シアなどの国籍だとしている。

梨泰院は外国人にも人気のカフェやクラブなどが多いことで知られ
る。29日夜は10万人以上の若者らがハロウィーン関連のイベントなどに
参加しようと夕方ごろから梨泰院に集まっていた。

事故現場は、梨泰院中心部のホテルそばの全長約40メートル、横幅
3.2メートルの路地で、北から南へと下る坂道となっている。現場に居
合わせた人らがSNSに投稿した映像などによると、坂道の通行が停滞
して身動きがとれない状態となった時間帯に、坂の上方にいた人らが 
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体勢を崩したり転倒したりして、下方にいた人らの上に折り重なるなど
し、大惨事に至った。

若者に人気の著名人が坂道付近に姿を見せたため、通行人の一部が
移動しようとしたことが将棋倒しにつながったとの見方も出ている。

韓国の大統領は30日午前、国民向けの談話を発表し、「こらえがたい
悲しみだ」と犠牲者の冥福を祈った。そのうえで、「ソウルの真ん中で起
きてはならない悲劇が発生した」と述べ、事故原因の究明に全力をあげ
る考えを示した。韓国警察は475人態勢の捜査本部を設置。身元不明者
の特定を急ぐとともに、事故が起きた際の状況を詳しく調べる。韓国政
府は11月5日までを「国家哀悼期間」とし、官公庁に弔旗を掲げるほか、
ハロウィーン関連のイベントを全国的に自粛する。

 

情報セキュリティ

●回転ずしチェーン前社長ら起訴＝営業秘密取得、法人も　ー東京地検
回転ずしチェーンの営業秘密を不正に取得したなどとして、東京地検

は10月21日、不正競争防止法違反罪で同業大手運営会社前社長、商品
企画部長の両者と法人としての同社を起訴した。

データ閲覧に必要なパスワードを漏らしたとしてともに逮捕された元
経営企画部長も、同法違反ほう助罪で略式起訴した。

起訴状などによると、前社長は大手飲食店会社の事業本部長だった
2020年9月30日、傘下の回転ずしチェーンの商品原価や仕入れ原価など
に関する営業秘密のデータを複製し入手。転職後の同12月、そのデータ
を使って容疑者の商品企画部長と商品原価の比較データを作成したと
される。

●大阪の病院にサイバー攻撃か　ー外来診療や一部手術停止　
大阪の医療機関は10月31日、身代金要求型コンピューターウイルス

「ランサムウエア」によるサイバー攻撃を受け、システム障害により電
子カルテが使えなくなっていると発表した。外来診療や、緊急性の高い
ものを除いた一部手術も停止している。

同医療機関は大阪府の基幹災害医療センターに指定されており、災
害時の救急医療などに24時間対応することになっている。心臓内科など
36の診療科があり、病床数は865床。この日は入院や外来患者合わせて
最大千人の診療に影響したという。システムが使えない状況が当面続く
見通しで、災害や救急対応は近隣の病院に依頼する。

同医療機関によると、31日午前7時ごろにスタッフが一部の病院シス
テムが正常に動作しないことに気付いた。サーバーを調べた結果、英語
で「すべてのファイルは暗号化された。復元のためにはビットコインで
支払ってください。金額はあなたがどれだけ早くメールを送るかによっ
て変わる」という趣旨のメッセージを確認した。

個人情報の外部流出は現時点で確認されていない。病院側は要求に
は応じない方針で、大阪府警に近く被害届を出す。病院長らは31日夜に
記者会見。電子カルテが見られないため患者の診療や手術の予定も確
認できない状況といい「（影響の大きさは）計り知れない」と戸惑いを口
にした。

 

知的財産権

●音楽教室著作権料　「生徒演奏徴収できず」　ー最高裁判決
音楽教室で演奏される楽曲に関して、音楽の著作権協会が著作権 

使用料を徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁
は10月24日、「生徒の演奏からは徴収できない」とする初判断を示した。
そのうえで、教師と生徒両方の演奏から使用料を徴収できると主張し
た同協会側の上告を棄却した。教師の演奏からのみ徴収できるとした2
審・知財高裁判決（2021年3月）が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

協会は17年2月、それまで使用料を徴収してこなかった音楽教室側か
ら、年額支払いの場合は年間受講料収入の2.5％に当たる使用料を徴
収する方針を示した。これに対し、教室を運営する全国約250の個人・企
業・団体が同年6月に支払い義務がないことの確認を求めて提訴した。

1審・東京地裁判決（20年2月）は、音楽教室は選定した課題曲の演奏
で利益を上げており、教師と生徒いずれの演奏も音楽教室が主体だと
して、どちらの演奏からも使用料を徴収できるとした。一方で、2審・知財
高裁判決は、教師の演奏からの徴収は認めたものの、生徒の演奏は自
身の技術向上が目的だとして徴収できないとした。

最高裁は生徒の演奏について「演奏技術の向上を図ることが目的で、
課題曲を演奏するのはそのための手段に過ぎない。教師が課題曲を選
定して指導したとしても、生徒はあくまで自主的に演奏している」と判断
し、演奏の主体は音楽教室ではなく生徒本人だとした2審の判断を支持
した。

●「ファスト映画」めぐり賠償命令 無断投稿者に5億円　ー東京地裁
映画を10分ほどに短くまとめた「ファスト映画」を動画投稿サイトに無

断公開した20代の男女2人に対し、映像大手13社が損害賠償を求めた
訴訟の判決で、東京地裁は11月17日、請求どおり計5億円の賠償を命じ
た。ファスト映画の賠償額に関する初の司法判断。
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訴状によると、2人は2020年の初めから10月までの間、無断で映画を
編集しサイトで公開。少なくとも700万円の広告収入を得た。

 

テロ・暴力行為

●ロシアのパイプライン損傷、爆発も＝ガス漏れ、破壊工作の可能性
ロシアからバルト海経由でドイツに天然ガスを運ぶパイプライン「ノ

ルドストリーム1」と「2」の圧力が大幅に低下していることが分かった。運
営会社が9月26日、発表した。破壊工作により、パイプラインが損傷した
との見方が強まっている。

デンマークとスウェーデンは、両国の排他的経済水域（ＥＥＺ）内でガ
スの流出を確認。「1」で2箇所、「2」で1箇所のガス漏れがあった。

スウェーデンの当局は9月27日、周辺で爆発を観測したと明らかにし
た。デンマークは、ガス漏れ地点とみられるボーンホルム島沖から5カイ
リ内の船舶航行を禁止した。

デンマークの首相は同日、訪問先のポーランドで「それぞれ離れた3
箇所でガス漏れがあるのは異常だ。事故とは考えにくい」との認識を示
した。当局の原因調査に関わる関係筋も「意図的な攻撃でないとは考え
られない」と述べた。海底パイプラインの攻撃には、潜水艦や特殊部隊
が必要という。



Information

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉
本田 茂樹（ほんだ しげき） 
ミネルヴァベリタス株式会社 顧問
信州大学 特任教授
公益社団法人全国老人保健施設協会 管理運営委員会 安全推進
部会部会員

【略歴】
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社。その後、出向先であ
るMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。
リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動
を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。
近著に「中小医療機関のためのBCP策定マニュアル」（社会保険研
究所、2020年3月、単著）、「待ったなし！BCP（事業継続計画）策定と見
直しの実務必携」（経団連出版、2021年8月、単著）がある。

〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉
粟野 美佳子（あわの みかこ）
一般社団法人SusCon 代表理事

【略歴】
早稲田大学大学院政治学研究科修了（国際政治専攻）。1990年より
WWFジャパン職員。企業との提携企画業務に長年従事し、自然エネ
ルギー推進企画から原材料調達を中心とした生物多様性保全問題ま
で、幅広い環境テーマに取り組む。2016年に一般社団法人SusConを
設立。環境省ESGファイナンス・アワード・ジャパン選定委員、農林水産
省生物多様性戦略検討会委員等を歴任。自然関連財務情報開示タ
スクフォース（TNFD）控えメンバー。 

「事故発生リスクＡＩアセスメント」の販売を開始

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社（代表取締役社長：舩曵 真一郎）、あいおいニッセイ
同和損害保険株式会社（代表取締役社長：新納 啓介）およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社（代表取締役社長：中村 光身）
は、2022年11月より、3社共同で、ＡＩ技術を活用して潜在的な交通事故発生リスクを評価・可視化する「事故発生リスクＡＩアセ
スメント」の販売を開始しました。
本サービスの提供により、交通事故の未発生場所のリスクを算出し、事故の未然防止に役立てることが可能となります。
なお、交通事故発生リスクの評価・可視化では、同種の研究や地域限定による実証例はあるものの実用化に至っておらず、本
サービスの提供は世界初となります（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研調べ）。
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループは、リスクソリューションのプラットフォーマーとして、あらゆる社会課題の解決に貢献し、
社会と共に成長していくことを目指していきます。

2  「事故発生リスクＡＩアセスメント」の概要

3  今後の展開

※2 道路区間は100m区切りの幹線道路から市町村管理道路までを含
み、交差点は信号の有無を問わない。

※3 時間帯（朝方／昼間／夕方／夜間）、事故被害者年齢層（未成年／
成人／高齢者）など。

⑶自治体向けプラン・販売開始時期等
自治体向けに以下2つのプランを販売します。特長をすべて備えた
本格版導入前に、分析手法は本格版と同様としつつ、成果物を一部
簡素化した簡易版をご用意しました。

⑷採用実績
　愛媛県のデジタル田園都市国家構想推進交付金事業である「都
市リスクの解析等業務」※４、奈良県の大和平野中央田園都市構想

⑴概要
実際の交通事故発生箇所だけでなく、道路構造や走行データ（急
加減速等）、人流等、事故と相関関係の高い要因のデータを組み合
わせ、ＡＩを活用した独自のリスク評価・分析モデルにより、交通事故
発生リスクを評価・可視化するサービスです（特許出願中）。

＜可視化イメージ＞

⑵特長
①損害保険グループならではのデータ、ノウハウに、事故発生起因性
の高いデータ※１を加えた、独自のリスク評価・分析モデル
②地点（道路区間・交差点）※２ごとにきめ細かくリスクを数値化（0
～1）
③色調表示により地図上でわかりやすく可視化
④時間帯・対象者年齢等の条件※３による絞り込み表示機能
⑤指定エリア内でのリスク降順表示や地図上でのメモ保管等、実務
を円滑にする補助機能

※１ 地形（勾配、カーブ等）、道路構造（車線数等）、道路情報（一時停止
規制有無、制限速度等）、人口・人流等のデータ。

当社グループは、交通安全を支援する各種サービス・ソリューションを提供しており、今後、三井住友海上が提供する「通学路安全支援システ
ム」やあいおいニッセイ同和損保が提供する「交通安全ＥＢＰＭ支援サービス」と組み合わせ、それぞれの強みを活かした統合サービスの提供等
も検討していきます。

交通事故による死傷者数は近年減少傾向にありますが、痛ましい
死亡事故が発生するなど、依然として死傷者は一定数発生していま
す。交通安全対策にあたっては、従来のように、交通調査に多大な費
用や時間を要したり、実施する対策の客観的な裏づけが難しいなど
の要因から、再発防止型対策であることが課題でした。
三井住友海上およびＭＳ＆ＡＤインターリスク総研は、豊富な

事故対応や交通リスクコンサルティングの経験・ノウハウを踏まえ、
交通事故と相関の高い要因のデータを組み合わせ、ＡＩを活用して
交通事故発生リスクを評価・可視化する仕組みを構築し、実証実験
を行ってきました。
その結果、当社グループが期待する評価基準に到達したため、本

サービスを販売することとしました。

１  開発の背景

推進のための事業として「大和平野中央田園都市構想安全・安心ま
ちづくりコンソーシアム」※５が行う「潜在的事故リスクのＡＩアセスメ
ントとリスク低減対策の検討」において、本サービスのモデル導入が
決定しています。
※4 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の「事故発生リスクＡＩアセスメ
ント」および三井住友海上の「防災ダッシュボード」を活用し、都
市リスク軽減を目的として交通・防災分野におけるデータ集約・
解析をパイロット実施する事業です。

※5 構成企業：八千代エンジニヤリング、ＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研および三井住友海上。事故発生リスクＡＩアセスメントによ
り抽出した潜在的な事故リスク箇所について予防対策を検討
することで、交通事故を未然に防ぐ安全・安心なまちづくりの推
進に向けた実証実験を行います。

⑸事業者向けの販売
今後、様々な事業者のニーズに応じて、本サービスを提供していき

ます。

簡易版 本格版

販売開始時期 2022年11月 2023年7月（予定）

納品時期 2023年4月以降 2023年7月以降

成果物

レポート
（該当地域における事
故発生リスク上位 50
地点のリスト形式での
提供）

アプリケーション
（該当地域における事
故発生リスクの地図形
式・リスト形式での提
供）

契約・提供形式 売切型 年間利用契約型

販売価格 1市町村あたり9万円  
（税抜）

１市町村あたり、人口・
道路実延長に応じて
30万円～ 200万円／年
（税抜）

業種 ニーズに応じた提供の切り口

交通事業者 最適ルート設計

モビリティ・MaaS事業者 乗降地点の検討、自動運転ルートの検討

地図事業者 ソリューション高度化に向けた相互支援

道路コンサルティング
事業者 コンサルティングにおける協業

自動車製造事業者 ユーザーへの危険事前認知ソリューション
高度化

貨物・配送事業者 配送ルート最適化、事故削減取組支援

電動キックボード事業者 ユーザーの安全運転向上に資するソリュー
ション

スマートシティ関連事
業者 安全・安心なまちづくりに向けた支援
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市リスク軽減を目的として交通・防災分野におけるデータ集約・
解析をパイロット実施する事業です。

※5 構成企業：八千代エンジニヤリング、ＭＳ＆ＡＤインターリスク
総研および三井住友海上。事故発生リスクＡＩアセスメントによ
り抽出した潜在的な事故リスク箇所について予防対策を検討
することで、交通事故を未然に防ぐ安全・安心なまちづくりの推
進に向けた実証実験を行います。

⑸事業者向けの販売
今後、様々な事業者のニーズに応じて、本サービスを提供していき

ます。

簡易版 本格版

販売開始時期 2022年11月 2023年7月（予定）

納品時期 2023年4月以降 2023年7月以降

成果物

レポート
（該当地域における事
故発生リスク上位 50
地点のリスト形式での
提供）

アプリケーション
（該当地域における事
故発生リスクの地図形
式・リスト形式での提
供）

契約・提供形式 売切型 年間利用契約型

販売価格 1市町村あたり9万円  
（税抜）

１市町村あたり、人口・
道路実延長に応じて
30万円～ 200万円／年
（税抜）

業種 ニーズに応じた提供の切り口

交通事業者 最適ルート設計

モビリティ・MaaS事業者 乗降地点の検討、自動運転ルートの検討

地図事業者 ソリューション高度化に向けた相互支援

道路コンサルティング
事業者 コンサルティングにおける協業

自動車製造事業者 ユーザーへの危険事前認知ソリューション
高度化

貨物・配送事業者 配送ルート最適化、事故削減取組支援

電動キックボード事業者 ユーザーの安全運転向上に資するソリュー
ション

スマートシティ関連事
業者 安全・安心なまちづくりに向けた支援
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MS&ADインシュアランス グループがご提供するリスクマネジメント情報誌

レジリエントでサステナブルな社会をめざして

COP27報告
～条約交渉では見えてこないビジネス環境への意味を読み解く～

ＴＮＦＤフレームワークにおける
自然関連のリスクと機会の評価とは

年間シリーズ

■介護サービス事業者のＢＣＰ策定義務化と策定にあたってのポイント
■首都直下地震等による東京の被害想定と企業が取るべき対策

基礎研究レポート基礎研究レポート

01576 5,150 2023.01（新）318

蓄電池・バッテリーの現状および今後

※バックナンバー
　はこちら
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